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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
維
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
設
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
一ニ
号
）
の

一
部
、
地
域
包
繕
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
姶
笛
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
五
十
五
号
）

及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
一二
十
号
｝
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
災
答
補
償
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
使
用
す
る
文
書
の
様

式
を
定
め
る
件
等
の
ご
泌
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
使
用
す
る
文
袋
の
機
式
を
定
め
る
件
等
の
一
部
そ
改
正
す
る
告
示

（
労
働
者
災
答
補
償
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
使
期
す
る
文
替
の
様
式
を
定
め
る
件
の

一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
者
災
同
盟
国
補
償
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
使
用
す
る
文
鰐
の
様
式
を
定
め
る
件
（
昭
和
三
十
五
年
労
働
省
告
示
第
十
聞
き
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

492 （号外第 ア0号）幸良
，」『

回金曜日平成 30年 3月 30日

厚
生
労
働
大
臣

方日
藤

勝
｛言
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． 
闘棉
式
第
十
六
号
の
こ
の
こ

（表
簡
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－・

O濁点、事満
点は一文字
として書い
てくださも」

｛例）

回豆E

労働者’災害補償保険

支給 Jn 求 書

様式;i¥16月の2の2（淡面｝． 

※
印
の
繍
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
．

｛
融
制
ぬ
が
記
入
し
ま
す
）

＠宙開面の注窓事項を読んでから記入してください．揺訓り品削げる場合には4『の所在谷に析りさらに2つ針。にしてください．

’tH~ 磁 fll
口 口口 口 智口u口u代 口川 口口口口 ＠ 口約「型IJ” 口 1同4コ｜ソ｜トレ刷ヨロ｜斗来国国図団固

区分 3織

｛注意｝
tイ｝ ⑥ l竃咽 l醐 lMO! I ・・I 〈ロ）受給している労災停金の種滋 い｝係書の郷位及び状態並びに当絞F章容をHする二

一ー“、 ーー、 一. 
年金援 口口口口口口口口口 口開｛補償｝年金級

さ記4師す2り、 ロ .!flit号 ロ傷病｛術償｝年金級 のとおり．

パ“人特 の口ロ

5口 口口口口口口口口 口 口 口口口口 口

のべづりで

向分Iま日墜：’：けしS表示さi 
の

必ず思 なたた
ヒ慣なμ 

のポ又はぃで思r, ＠｛ホ）錆求対象年月 ③｛へ｝脅周を支出して⑨｛卜｝介護に援する費用と 介護に 規族 友人・ 者ミ尊師ー家政締 結政

ル｜記だ〈記『
介護を受けた日放 して支出した費用の額 従事した.lf 知人 文は者獲繍助8 職員

ベン入は伴ふ大人枠 s口口口lゴ口口口 口口口口口口 ※ ＠口 む む 但f多Hh，側?:'! • 
の t⑭｛ホHn求~tfi!i年月 ⑮｛へ｝費用を文出して⑮｛ト｝介袋に必ずる費用と 介管町i、’ 観朕 u:.人 ・ 若通商~ ・ 家政婦 抱殺

駿し、 き事t） う． 
介織を受けた日数 して支出した貸mの綴 従事した占 知人 又は看護縮局hr.・ 織員

s白口口口口口口 口口口口口口 ※ ＠口 白 む 但式に

u i ｛ホm求対象年月 ｛へ)JtJllを支出して ｛ト｝介護に襲する賛mと 介1置に 税族 友人・ if：量的・家政締 結設
介織を受けた日数 して支出した貸用の綴 従事した者 知人 又は近畿補助持 続員

軍喝合 モ口事事盟 国 口口口口 ※ 口 口口 口

t主長に 事点 おの崎町及びから ま Ii込を希領する金融機関の名称 n !'I!名縫人 ※金融機関コード

での欄は、ロfilを筋線 事時m 銀笹

にはii j置t 
口口口口口口口は、届け出たロli1を変変!t! S軽総 出積所

児ずる掛合のみ記入し 挽I¥¥ 支店・文成 l 金 ． 縄問 1 庖 舗 l

なら で開ん δ ー
てください 信組

つ c
（チ｝ Hi（貯｝命的積lJIJ ロBl昏特｛友踏め．ゅうちょ銀行の場合は、記号＜stmはゐ；締め、震特11 ※郷便局コード

て .!3,

口 ；：z d自己白 色町出白口口口 口口口口口口
枠ti、でで

口座名義人（カ者カナ｝ ．姓と:f,の聞はl：文字あけて£ヅメで記入してください．
みだ ｛ 。

口口口 口 口 口 口 口 口 口 口 口口口口口口口口口口口口口口なさただ 汁ー

いし、 い （鋭き｝ロ~名浪人｛カタカナ）
よう すま

口口口口口口口口口口口口口に大めき4に慢 ので
つ 。）けイ ロ ｛ただし、病院、診療所、介 j所在地 j名祢
b、 flj

今議委事豊た 住 居 鹿殺等 護際ぴ原老、特人許別保爆健弾隻結a被爆設老人者、特介ホー護例医ム制療及：；－： 一一一一一 L量話 ｝ ー

4官世3 可

ナ及ぴ7 穴4あ,: 

：ホームは除く．｝

（ヌ） 氏 名 生年月白 続柄 介終期間.~I数 I買 分

ラ会た
介 月日からイ観主主口友人・知人

数字ァピに り

di 年 月 日 JI 日まで ハ者獲飾・家政柑又は看護補助者
日間l ニ施政機員

i是 月 日 か ら イ 税 核 問 友 人・知人
ir 年 月 日 月 日までハ in電邸・家政鍋又l:t肴般繍助者

し 目的エ範E量級民
た )J Hから イ観践ロ友人・知人

占， 年 月 日 JI Rまで ハ ii議師・京政鍋.Ji.Iま看護織助者

てだ〈し）ー た尚Iりず
日tlJJ .::. 範設級u

（嶋付する馴 ｜イ診断跨 ロ介識に要した酬の鎖のJ正鵬｛ 通）

介護補償給付

介漣給付

盆益iT 
介護嫡償給付

支給を
介 漫 給 付

t市求します．

笠_J]_一一旦

上記により

!Le貫．，

L一一一---1il
盟民

綿求人の

労働占~ll'I歓待将袋路

私は.J:J己｛日｝及び｛ヌ｝のとおり介穫に従事したことを申し立てます．

氏｜ ｜電

装 ｜｛

号

［介織的事実に関する申立て］

iセ

印
名所． 
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494 

12 11 l 
サ

（略よ （ 略

~！響
隣人 一項

改

等に

へ規定す

報通する

のるも知認疲 正

で
あ
る
老－
人
が

外屋 後

" 出
よ

っと
し

時た

等

セ
ン

12 11 l 
よ

哩：惑知りh介務保霊第五認 10 

｜鈴の

等人 二に

へ続定す
改

報通する

る認

のも知疲

で
あ 正
る
老
人
カt

外屋

" 出 前
よ
つ
と
し
た

等時

セ
ン
ザ－

（
社
会
館
祉
士
介
機
福
祉
士
斡
質
成
施
設
指
定
規
則
第
三
条
第
一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
限
号
イ
、
社
会
結
社
士
介
姉
崎
福
祉
士
学
校
熔
定
規
則
第
三
条
第

一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
国
守
イ
並
び
に
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
第

四
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
及
び
事
業
の

一
部
改
正
）

第
二
条

社
会
備
投
士
介
機
綴
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
第
三
条
第

一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
号
イ
、
社
会
備
投
士
介
護
箔
従
士
学
校
指
定
規
則
第
三
条
第

一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
号
イ
並
び
に
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
闘
を
定
め
る
省

令
第
四
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
径
が
別
に
定
め
る
施
設
及
び
家
業

（昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

社
会
福
祉
士
介
護
領
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
｛
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
。
以
下

「養
成
施
設

規
則
』
と
い
う
。
）
第
三
条
第

一
号
ヲ
、
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

令
第
二
号
。
以
下

「学
校
規
則
｝
と
い
う
。
〉
第
一一一
条
第

一
号
ヲ
及
び
社
会
話
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
三
号
）
弟
悶
条
第
ぺ
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
医
が
別
に
定
め
る
施
設
叉

厚

生

労

働

省

／

は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
と
す
る
。

一
；
十
二

（賂）

十
三
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
及

ぴ
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
並
び
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
通
所
介
穫
、
泊
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

短
期
入
所
生
活
介
護
、
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
を
行
う
事
業
、
地
域
密
積
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
地
域
街
道
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
燦
模
多
機
能
製
居
宅
介
護
、

認
知
疲
対
応
裂
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
峰
、
地
域
密
お
裂
介
護
老
人
情
岡
祉

施
設
入
所
者
生
活
介
獲
又
は
後
合
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
、
底
油
宅
介
護
支
緩
事
然
、
介
飽
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
う
ち
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
介
諮
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
を
行
う
事
業
、
地
域
協
田
義
恕
介
護
予
紡
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
紋
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
う
事

業
、
介
護
予
防
支
援
事
業
並
び
に
地
域
支
援
事
業
の
う
ち
第

一
号
通
所
事
業
又
は
第

一
号
介
護
予
防
支
援
事

業
十
四
；
十
八

2

（賂｝

改

正

前

社
会
福
祉
士
介
護
領
祉
士
協
質
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
。
以
下
「
養
成
施
設

規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
ヲ
、
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
（
平
成
二
十
年
殿
釧
殺
…
儲

令
第
二
号
。
以
下

「学
校
規
則
』
と
い
う
。
）
第
三
条
第

一
号
ヲ
及
び
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
一二
号
）
第
四
条
第
宍
号
こ
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
又

厚

生

労

働

省

／

4

は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
と
す
る
。

一
i
十
二

（賂）

十
三
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
地
峻
包
括
支

緩
セ
ン
タ
ー
並
び
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
適
所
介
護
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
生

活
介
滋
、
短
期
入
所
療
義
介
護
又
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
、
地
域
街
道
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
の
う
ち
地
域
密
着
製
適
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
疲
対

応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
協
白
岩
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
獲
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
叉
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
介
穫
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う

ち
介
護
予
紡
通
所
介
護
、
介
滋
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
滋
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
事
業
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
製
共
伺
生
活
介

護
を
行
う
事
業
、
介
護
予
防
支
援
事
業
放
び
に
地
域
支
緩
事
業
の
う
ち
第
一
号
泊
所
事
業
又
は
第
一
号
介
護

予
紡
支
援
事
業

十
四

i
十
八
（
絡
）

2

（略）

1 

（号外第 ア0号）幸良

（路）

，」『

回

（
指
定
訪
問
看
輔
昭
事
業
者
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の

一
部
改
定
）

第
一－一条
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の

一
部
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表
の
よ
う
に
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正
す
る
。

（
傍
線
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分
は
改
正
部
分
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金曜日

十 九 一
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十、3る消1生~ 八＝ 介滋一一一

十

（哩 E震をE三呈活自略） 

現第八組合

に第条及び

盟 二 j肖
改
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いて5明~ 
るに組島

文 る
は

正

霊託童老会

持fb1jl;J_ 富円

鍔~I 後

現は
に同

行つ第条
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成平九
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コ皇室
（）略 百二十活協伺） 略
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つ十盟組合て八
い項
るに

のにも規定す合会速 正

lる寝る病; 
） 介老護

量風般人j診書若し 前

をく

いる 〈平

のも 成九

平成 30年 3月 30日
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生
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働
大
臣
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る
儒
祉
用
具
貸
与
及
び
介
護
予
防
穏
祉
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具
貸
与
に
係
る
儒
祉
用
具
の
穏
自
の

一
部
改
正
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第
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福
祉
用
具
貸
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祉
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具
の
種
目
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平
成
十
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年
厚
生
省
告
示
第
九
十
三
号
）

の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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(5
）

所
要

時
間

5
時

間
以

上
6
時

間
未

満
の

場
合

付
要

介
護

1

に
j

要
介

護
2

闘
要

介
滋
3

仰
）
~
介
護
4

伺
要

介
滋

5

(6
）

所
要

時
間

6
時

間
以

上
7
時

間
米

満
の

場
合

付
要

介
護

1

仁
j

要
介

護
2

伺
要

介
護
3

仰
）

要
介

獲
4

何
要

介
護

5

(7
）

所
要

時
間

7
時

間
以

上
8
時

間
米

満
の

場
合

付
要

介
滋

l

に）
要

介
護

2

伺
要

介
獲
3

個
）

婆
介

滋
4

(3;:）
要

介
護

5

注
1
～
8

偶者）

9
 
5N
に
厚
生
労
働
大
使
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、

~IJに
厚
生
労
働
大
庄
が
定
め
る
施
設
基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
と

し
て

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

た
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所

に
お

い
て

、
認

知
症

（
法

第
5
条

の
2
に

規
定

す
る

認
知

症
を

い
う

．
以

下
問

じ
．
）
で
あ
る
と
医
師
が

判
断

し
た

者
ーで

あ
っ

て
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

よ
っ

て
生

活
機

能
の

改
善

が
見

込
ま

れ
る

と
判

断

さ
れ

た
も

の
に

対
し

て
、

医
師

又
は

医
師

の
指

示
を

受
け

た
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

又
は
言

話
線

党
士

が
、

イ
に

つ
い

て
は

そ
の

退
院

（
所

）
日

又
は

通
所

開
始

白
か

ら
起

算
し

て
3
月
以
内
の
期
聞
に
、

口
に

つ
い

て
は

そ
の

退
院

（
所

）
臼

又
は

通
所

開
始

日
の

属
す

る
月

か
ら

起
算

し
て
3
月

以
内

の
期

間

！
：
：
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
集

中
的

に
行

っ
た

場
合

は
、

認
知

疲
短

期
集

中
リ

ハ
ピ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

笑

施
加

算
と

し
て

、
次

に
鈎

げ
る

区
分

に
応

じ
、

イ
に

つ
い

て
は

1
自

に
つ

き
、

ロ
に

つ
い

て
は

1
月

に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

単
位

数
を

所
定

単
位

数
に

加
算

す
る

．
た

だ
し

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
加

釣
．

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

そ
の

他
の

加
算

は
算

定
せ

ず
、

短
期

集
中

間
別

リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

又
は

注
JO

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、
算

定
し

な
い
。

537
単

位

643
単

佼

746
単

位

870
単

位

991
単

位

664
単

位

793
単

位

922
単

位

1,075
単

位

1,225
単

位

626
単

位

750
単

位

870
単

佼

1,014
単

位

1.155
単

位

イ
・

ロ
（略）

10
～
20 

（略）

ニ
～

ヘ
（

路
）

8
～
11 

（賂）

537
単

位

643
単

位

746
単

位

870
単

位

991
単

位

626
単

位

750
単

位

870
単

位

1,014
単

位

1,155単
位

664
単

位

793
単

位

922
単

位

1,075
単

位

1,225
単

位

(5
）

所
婆

時
間

5
時

間
以

上
6
時

間
未

満
の

場
合

村
袈
介
護
］

に
j

要
介

護
2

伺
要

介
護
3

（
闘

要
介

護
4

依
）
~
介
滋

5

(6
）

所
要

時
間

6
時

間
以

上
7
時

間
米

織
の

場
合

H
要

介
護

1

同
要

介
護
2

伺
要

介
護
3

側
要

介
護

4

伺
要

介
鑓

5

(7
）

所
要

時
間

7
時

間
以

上
8
時

間
未

満
の

場
合

H
 
~
介

i滋
1

仁｝
要

介
護
2

伺
要

介
護
3

剛
重
要
介
護

4

伺
要

介
護

5

注
1
～
8

（略
）

9
 
別

iこ
厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

に
適
合

し
、

か
つ

、
別

に
厚
生
労

働
大

臣
が

定
め

る
施

設
基

準

に
迎

合
し

て
い

る
も

の
と

し
て

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

た
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
終

所

に
お

い
て

、
認

知
症

（
法

第
5
粂

の
2
第

l
項

に
規

定
す

る
認

知
症

を
い

う
．

以
下

向
じ
。
）
で
あ
る
と

医
師

が
判

断
し

た
者

で
あ

っ
て

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
よ

っ
て

生
活

機
能

の
改

善
が

見
込

ま
れ

る

と
判

断
さ

れ
た

も
の

に
対

し
て

、
医

師
文

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
叉

は

言
語

聴
覚

士
が

よ
イ

に
つ

い
て

は
そ

の
退

院
の

（
）

自
又

は
適

所
開

始
日

か
ら

起
算

し
て
3
月

以
内

の

期
間

に
、

ロ
に

つ
い

て
は

そ
の

退
院

仰r）
日

又
は

適
所

開
始

日
の

属
す

る
月

か
ら

起
算

し
て
3
月
以

内
の

期
間

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
集

中
的

に
行

っ
た

場
合

は
、

認
知

症
短

期
集

中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
と

し
て

、
次

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

イ
に

つ
い

て
は

1
自

に
つ

き
、

ロ
に

つ
い

て

は
1
月
に
つ
き
、
次
に
褐
げ
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
力
目
算
す
る

。
た

だ
し

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ

か
の

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場
合

に
お

い
て

は
、

次
に

絡
げ

る
そ

の
他

の
加

算
は

算
定

せ
ず

、
短

期
集

中
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

又
は

注
10

を
算
定
し
て
い
る
；
場
合

に
お

い
て

は
、

算
定

し
な

い
．

イ
・

ロ
（絡）

10
～
20 

（略
）

ニ
～

ヘ
（

路
）

8
～
11 

(I告）

∞⑦寸（耽Oト抵式市ヰ）回型倒田O円買何母O何笹川昨 巴
l?S

情＋
ー

担
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翼
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語
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＇
一
三
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G
f
a
G
~
主~.Ll

置
い
の
鴻
掛
G

i
穏
話
回
）

織
に
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潔
魁
キ
ス
ー
：
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1」
鰍
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の
叙
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G
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l
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I
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（
若
返
意
義
君
主
余
~
部
凶
器
量
余
）

別
表

557
単

位

625
単

位

695
単

位

763
単

位

829
単

位

636
単

位

703
単

位

776
単

位

843
単

位

910
単

位

557
単

位

625
単

位

695
単

位

763
単

位

829
単

位

659
単

位

7
2
4単

位

794単
位

859
単

位

923
単

位

659
単

位

7
2
4単

位

7
9
4単

位

859
単

位

923
単

位

636
単

位

703
単

位

出

指
定

施
設

す
ー

ピ
ス

等
介

護
給

付
費

単
位

数
表

l
 
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
資

イ
介

護
福

祉
施

設
す

ー
ピ

ス
費

(
l
自
に
つ
き
）

(l
）

介
穫

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

j!(

H
介

滋
福

祉
施

設
す

ー
ビ

ス
資
（I)

a
 
婆

介
彼

1

b
 
婆

介
彼
2

c
 
要

介
護
3

d
 
要

介
護
4

e
 
要

介
護

5

に）
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

佃

a
 
要

介
護

1

b
 
袈

介
滋
2

c
 
袈

介
滋
3

d
 
袈

介
滋
4

e
 
袈

介
滋

5

(2
）

経
過

的
小

規
模

介
護

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

資

付
経

過
的

小
規

模
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
資
(I)

a
 
要

介
護

1

b
 
袈

介
護

2

c
 
袈

介
護
3

d
 
要

介
護
4

e
 
要

介
護

5

に）
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
ま
雪
印
）

a
 
婆

介
護

1

b
 
婆

介
滋
2

c
 
婆

介
滋
3

d
 
要

介
護
4

e
 
要

介
護

5

ロ
ユ

ニ
ッ

ト
裂

介
護

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
(
1
日
に
つ
き
）

(1
)

 ユ
ニ

ッ
ト

型
介

護
協

社
施

設
サ

ー
ビ

ス
f
(

付
ユ
ニ
ッ
ト
製
介
護
領
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
重
量
(I)

a
 
要

介
護

1

b
 
要

介
護

2

c
 
要

介
滋
3

d
 
要

介
滋
4

e
 
要

介
滋
5

ヒ
i

ユ
ニ

ッ
ト

型
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

回

a
 
褒

介
護

1

b
 
婆

介
護
2

吉当

別
表

557
単

位

625
単

位

695
単

位

763
単

位

829
単

位

557
単

位

625
単

位

695
単

位

763
単

位

829
単

位

659
単

位

724
単

位

794
単

位

859
単

位

923
単

位

659
単

位

724
単

位

794
単

位

859
単

位

923
単

位

636
単

位

703
単

位

776
単

位

843
単

位

910
単

位

636
単

位

703
単

位

き込
｝弓

指
定
施
設
ザ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
聖
堂
単
位
数
表

1
 
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
貨

イ
介

護
橘

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

(
1
自
に
つ
き
）

(l）
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
~

村
介
滋
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

~(T)

a
 
婆

介
護

l

b
 
婆

介
護

2

c
 
要

介
護
3

d
 
要

介
護

4

e
 
要

介
護

5

伺
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
旋

回

a
 
要
介
護
］

b
 
婆

介
滋

2

c
 
婆

介
護
3

d
 
婆

介
護

4

e
 
婆

介
護
5

(2｝
経

過
的

小
規

模
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

←十
緩

過
的

小
規

鎖
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
費
(1)

a
 
袈

介
護

l

b
 
要

介
護

2

c
 
要

介
護
3

d
 
要

介
護

4

e
 
要

介
護

5

に
）

緩
過

的
小

規
模

介
護

筒
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
(ll)

a
 
~
介
護

l

b
 
~
介
護

2

c
 
~
介
護

3

d
 
要

介
護

4

e
 
要

介
護

5

ロ
ユ

ニ
ッ

ト
製

介
護

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
(
1

日
に
つ
き
）

(1)
 ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

協
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

f(

村
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

発
(I)

a
 
要

介
護

l

b
 
要

介
護

2

c
 
袈

介
護
3

d
 
袈

介
護
4

e
 
袈

介
護
5

に
j

コ
．
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
貨
問

a
 
要

介
護

l

b
 
袈

介
護
2

主主
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情＋
ー
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ロ湘今副総ωロ畑山ヴ議ω
巳焔湾総AHa嗣畑山ヴ織AH

O綱冷鑓印品綱はヴ醐崎町

（N｝いいJY一J限撤皆毒、7活指臓はザ銭部官庁添削同－q｜代以熔（N）いいり、ァ隠積極雲、フ滋慾冷機蕊市再出酎湾沖｜代NH柑
主いいほア陸裁嵐主、」〆諮議》，様蔀斧漆薄味l代U戸嶋崎｛【）主μいほ一一腿務｝惨さ、－J溺議冷機猷洋添削神吟l代U戸建円）

白組斗吋践戸島綱はヴ総】

σ刷刷今国MMσ嗣刷はヴ滋M

n湘今刷機ωn湘ぬ，議ω
円一綱be織品位綱冷織品

。綴浄剤際問。綱はγ醐鳩町

立いいUT陸橋町邸き、」J滋怒冷滋到討作添削持・中｜代UF滞gEいれば17陛綴日BSラ活漆はヴ燦讃同再訪山博中｜代UFH岬（巴
白湘今様HmH畑山ヴ同橋戸

σ嗣刷冷議ωσ岡摘はヴ議N
n嗣刷冷鑓ωn嗣刷はヴ滋ω

向日制畑》e刷焼品企畑山ヴ繊hp

白期今議問。糊刷はザ磯町

用問Hi】M（国防）段Ht－M（胃酎）
ロ刑制活出問（路哨羽目糸口UM滋】魁パ活州問叫・0酬明暗口出同州τψ。史寸3CLsq陥叩似し戸当地峠MQ白出WE抑制連国間（路濃町一分nOM汽論回向叫・0路道前品叩τψ。ヌイ亙戸い＠）A叶恥伊邸、戸当持込山山WUF副司検・

uf司司』時quω3BUH史什品町品川骨守山町選Mm冷刷機株〉蔀芹誤鶴田川叫山puぺ’議議『準点忠岡朕叫aか限四割Sω33Hhド」い品叩hso議同何時ザ岬除隊〉讃岸滋刷用汽品ωpuペ’軸輔さ諮胤叩尚朕A「山V岡署汽伶汁び
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（介護給付貸及び公費負担医療等に倒する費用等の請求に関する省令第一条第二柄引第六号の規定に基づき厚生労働大陸が定める医療又は介護に関する給付の一部改正）
第七条介護給付資及び公費負担医療等に闘する費用等の請求に闘する省令第一条第二現第六号の規定に基づき一厚生労働大臣が定める医療又は介護に測する給付（平成十二年厚生省告示第五十六聞きの一
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（
要
介
鑓
認
定
等
器
準
時
間
の
推
計
の
方
法
の

一
部
改
正
）

第
八
条

市
立
介
護
認
定
等
基
鄭
時
間
の
推
計
の
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
・

別
表
第

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
・

（号外第 ア0号）幸良~・回金曜日平成 30年 3月 30日501 

被保険者番号保険者番号

自宅内 ・自宅外（

別表第一

調査は、調査対象者が通常の状態G調査可能な状態）であると
きに期留して下さし、本人が風邪をひいて高熱を出している
等、通常の状態でない場合は再調査を行って下さいの

認定調査票（概況調査）

I 調資実施者（記入者）

実施日時 ｜平成 年

ふりがな｜
一一一一一一T一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一l所属機関
記入者氏名 目

実施場所日月

過去の認定
初回 ・2固め以降

前回認定結果 非該当 ・要支援（ ）・婆介護（
（前回認定 年月 日）

ふりがな
生年月日

明治 ・大正 ・昭和喝．．．，．．申・・咽胸骨骨岨・・骨骨，．．，骨骨帽 .................，骨・・ー－－ーー・・・・・輔・・・・・・ー・ー，....骨嶋骨骨．．．．．，．．．．ー・ー．．．胸骨．．．骨骨骨骨骨申”’
対象者氏名 年 月 日（ 歳）

丁
現住所 ’屯 話

家族等
丁 一

電 話 一 一連絡先 氏名（ ）調査対象者との関係（

調査対象者日

現在受けているサービスの状況についてチェック及び頻度を記入してください。

在宅利用 ［認定調資を行った月のサービス利用回数を記入。（介護予防）福祉用具貸与は調査臼時点の、特定（介護予
防）福祉用具販売は過去6月の品回数を記載〕

口（介護予防訪問介護（ホ－.lx'Iレカ ・訪日程ゆ」ビス月 回 口（介護予防）；福祉用具貸与 品目

口（介議予防）訪問入浴介護 月 回 口特定（介護予防）福祉用具．販売 品目

口（介護予防）訪問看護 月 回 ロ住宅改修 あり ・なし

口（介護予防）訪問リハピリテーション 月 回 日夜間対応型訪問介護 月 日

口（介護予防）居宅療養管理指導 月 回 口（介護予防）認知症対応型通所介護 月 日

口（介護予i均過す前穫（テ乙イサ」ビス） ・i既腔トーピス月 回 口（介護予防）小規模多機能型居宅介護 月 日

口（介護予防）通所リハビリテーション（デイケア） 月 回 口（介護予防）認、知症対応型共同生活介護 月 日

口（介護予防）短期入所生活介護（ショートステイ） 月 日 白地域密着型特定施設入居者生活介護 月 日

口（介護予防）短期入所療養介護（老健・診療開 月 日 口地域密君臨肖隣人樹雌設入所者生間諜月 日

口（介護予防）特定施設入居者生活介護 月 日 口定期巡回 ・臨時対応4型訪問介護看護 月 回

口看護小規模多機能型居宅介護 月 日

口市町村特別給付［

口介護保険給付外の在宅サービス ［

田

施設利用 施設連絡先

口介護老’人樹止施設
口介護老人保健施設

施設名
口介護療養型医療施設

口介護医療院
郵便番号

口認知症対応型共同生活介護適用施設（グノレープホーム）
施設住所

口特定施設入居者生活介護適用施設（ケアハウス等）
口医療機関（医療保険適用療養病床）

口医療機関（療養病床以タト）
電話 一 一口その他の施設

N 調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境併出が困難になるなど日常生活に支障となるような環境の有無）、日

常的に使用する機器 ・器械の有無等について特記すべき事項を記入してくださb、。
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平成 30年 3月 30日 金曜日 ~・回 幸良 （号外第 ア0号） 502 

調査 日年 月 日 保険者番号 被保険者番号

認定調査票（基本調査）

1-1 同等の有無について、あてはまる番号全てにO向lをつけてください。（複数囲網）

1. ない 2.左上肢 3.右上肢 4.左下肢 5.右下肢 6.その他（四肢の欠損）

1-2 拘縮の有無について、あてはまる番号企てにO印をつけてください。（按数回答可）

｜ ！ ない 2. 肩関節 3. 股関節 4. 膝関節 5. その他（四肢の欠損）

L-3寝返りについて、あてはまる番号4こ一つだけO印をつけてください。

しっかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-4 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

し っかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-5座位保持について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

l. できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない

1-6 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

I l. 支えなしでできる 2. 何か支えがあればできる 3. できない

1-7 歩行について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

し っかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-8立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、

しっかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない

1-9 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

し 支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない

1- 10洗身について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

し 介助されていない 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない

1-11 つめ切りについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I 1. 介助されていない 2. 一部介助 3. 全介助

1-12視力について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。
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503 平成 30年 3月 30日金曜日

1. ，普通（日常生活に支障がなしウ

2.約ln絹枇Lた視力確認表の闘が見える

3.自の前に置いた視力確認凌の図が見える

4. ほとんど見えない

5.見えているのか判断不能

~・回 幸良

1-13聴力について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、

l. 普通

2. ~郎通の戸がやっと聞き取れる

3.かなり大きな戸なら何とか聞き取れる

4.ほとんど問えない

5. 聞えているのカ申l断不能

2-1移乗について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I 1. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部州

2-2 移動について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I 1. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助

2-3 えん Fについて、あてはまる番号にーつだけO印をつけてください。

I. できる 2. 見守り等

2-4 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助

2-5 排尿について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助

2-6排便について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助

2-7 ロ経清潔について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I. 介助されていない 2.一部介助

2-8 洗顔について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I 1. 介助されていない 2. 一部介助

2-9盤整について、あてはまる番号に←つだけO印をつけてくだをい。

I I. 介助主れていない 2. 一部介助

2-lO上衣の滑脱について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助

（号外第 ア0号）

4.全介助

4.全介助

3.できない

4.全介助

4.全介助

4. 32:介助

3.全介助

3.全介助

3.企介助

4.全介助
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平成 30年 3月 30日金曜日 ~・回 幸良 （号外第 ア0号）

2- L i ズボン等の治脱について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助 4. 企介助

2- l2外出頻度について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. 遡1回以上 2. 月1回以上

3-1 意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

l. 調査対象者が意思を他者に伝達できる

2.ときどき伝達できる

3.ほとんど伝達できない

4.できない

3-2毎日の日課を理解することについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください

I 1. できる 2. できない

3-3 生年月日や年齢を言うことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださu、

I I. できる 2. できない

3.月1回未満

504 

3-4 短期記憶（面接調査の直前に何をしていたか思い出す）について、あてはまる番号にーつだけoi=11をつけてくださ

し、。

I. できる 2.できない

3-5 自分の名前を言うことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

I 1. できる 2. できない

3-6今の季節を理解することについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. できる 2. できない

3-7 場所の理解（自分がし、る場所を答える）について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. できる 2. できない

3-8 俳佃について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、

しない 2.ときどきある 3.ある

3-9外出すると戻れないことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I i. ない 2. ときどきある 3. ある

4-1 物を盗られたなどと被害的になることについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I. ない 2.ときどきある 3.ある

4-2 作話をすることについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. ない 2. ときどきある 3.ある
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505 平成 30年 3月 30日金曜日 ~・回 幸良 （号外第 ア0号）

4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-4 昼夜の逆転について、あてはまる若干号に一つだけO印をつけてください。

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-5 しつこく閉じ話をすることについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、

I L. ない 2. ときどきある 3. ある

4-6 大声をだすことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-7介護に抵抗することについて、あてはまる務号に一つだけO印をつけてくださし、。

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-8 f家に帰るJ等と言い滋ち若きがないことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-9一人で外に出たがり自が離せないことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. ない 2. ときどきある 3. ある

4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくることについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださu、

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-1 1物を接したり、衣類を破いたりすることについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださb、。

I L. ない 2. ときどきある 3. ある

4- L2 ひどい物忘れについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださb、

I L. ない 2. ときどきある 3.ある

4-13意味もなく独り言明的笑いをすることにつし、て、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

I l. ない 2. ときどきある 3. ある

4-14 自分勝手に行動することについて、あてはまる接号に一つだけO印をつけてください。

I I. ない 2. ときどきある 3. ある

4-15話がまとまらず、会話にならないことについて、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I I. ない 2. ときどきある 3. ある

5-1薬の内服について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

I I. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助
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平成 30年 3月 30日 金曜日 ~・回 幸良 （号外第 ア0号）

5-2 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I L 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助

5-3 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてくださし、。

l. できる（特別な場合でもできる） 2. 特別な場合を除いてできる 3. 日常的に困難 4.できない

5-4集団への不適応について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I 1. ない 2. ときどきある 3.ある

5-5 貸し、物について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

5-6簡単な調理について、あてはまる番号に一つだけO印をつけてください。

I l. 介助されていない 2. 見守り等 3. 一部介助 4.企介助

6 過去14日聞に受けた医療について、あてはまる番号全てにO印をつけてください。

（複数回答可）

盤皐自室ー I. 点滴の管理 2. 中心持脈栄養 3.透析 4.ストーマ（人工託門）の処置

特別な対応

5.酸素療法 6. レスピレーダー（人工呼吸器） 7.気管切開の処置

8. 援痛の看護 9.経管栄養

10. モニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等） 11. じよくそうの処置

12.カテーテノレ（コンドームカテーテノレ、留置カテーテノレ、クロストーマ等）

7 日常生活自立度について、各々該当するものに一つだけO印をつけてくださし、。

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり即 ｜自立 ・1 J2 ・Al 位 ・Bl・B2・Cl・α

認知1症高齢者の日常生活自立度 ｜自立 ・I• Ila • Ilb • Illa ・班b• lV • M 
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507 平成 30年 3月 30日金曜日 ~・回 幸良 （号外第 ア0号）

調査臼 年 月 日 保ー険者番号 被保険者番号

認定調査票（特記窃項）

l 身体機能 ・起居動作に関連する項目についての特記事項

1-1麻品等の有無， 1-2拘縮の有無， 1-3寝返り， 1-4起き上がり， 1-5鹿位保持， 1-6両足での立位， lー7歩行，

1-8立ち上がり， 1-9片足での立位， 1-10洗身， 1-llつめ切り， 1-12視力， 1-13聴力

（）  
（）  

（）  

（）  
2 生活機能に関連する項目についての特記事項

2-1糠，ト多移動，ト3えん下，日食事摂取，ト甜限，ト俳使，ト7口経m潔，ト統顔， 2~在髪，ト10上衣
の着脱， 2-11ズボン等の着脱， 2-12外出頻度

（）  

（）  
（）  

（）  
3 認知機能に関連する項円についての特記事項

3-1意思の伝達， 3-2毎日の日課を理解， 3-3生年月日を言う，ト4短期記憶， 3-5自分の名前を言う， 3-6今の季節

を理解， 3ー7場所の理解， 3-8緋禍， 3→外出して戻れない

（）  

（）  

（）  
（）  

4 精神 ・行動障害に関連する項目についての特記事項

4-1被害的， 4-211:話， 4-3感情が不安定， 4-4昼夜逆転， 4-5閉じ話をする， 4-6大戸を出す， 4ー7介護に抵抗，

4-8落ち着きなし， 4-9一人で出たがる， 4-10収集癖， 4一11物や衣類を嬢す， 4-12ひどい物忘れ， 4-13独り言 ・

独り笑い， 4-14自分勝手に行動する， 4-[5話がまとまらない

（）  
（）  

（）  
（）  

5 社会生活への適応に関連する項目についての特記毒顎

5-1薬の内服， 5-2金銭の管理， 5-3日常の意思決定， 5-4集団への不適応， 5-5買い物， 5-6簡単な調理

（）  

（）  

（）  

（）  
6 特別な医療についての特記事項

6特別な医療

（）  

（）  

（）  
（）  

7 日常生活自立度に関連する項目についての特記事項

7-1障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）， 7-2認知症高齢者の日常生活自立度

（）  
（）  

（）  

（）  
※ 本用紙に収まらない場合は、適宜用紙を追加して下さい
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介
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保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一二
条
の
こ
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
の

一
部
改
正
）

第
九
条

介
滋
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
一二
条
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こ
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
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給
付
〈
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十
三
号）

の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（号外第 ア0号）

十 一

；波 （成八平十 衝副i夜副正に関す 知にJ 九s 

~：事里令 3高部；年る 期i富~ め 堕（ 
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改

号｝ 域着密 三

第事十
条四 七号｛指 定

規定に スの 第悶 定居宅

する事業条lこサ｜ 

。〉 規定す スビ
人員る毒の事 後

審高r.時貝人

）に 基常る6 及ぴ速営

十一
サ 令第 介定 に 1

関す男にIJ 九
ピ 四

設予防ス 号
童る 縛書働 （ 哩等

の 鮒
介訪問事業 員fj

第
成十平 が径

~！ i~ 
の 議
人 条

介護保
』こ』こ 日第 一 定め

い関すいう関す

設備号
号

年隠る 改

Jにう 基4る!I........ 及び 基副る主
の

絡険法
規定

介ま讃の 成寧十八 応霊夜間対 平成十 等高よ
り
な

主3描I お
の 正

t旨

介定護

そ 昔日
の

改そ効 粂サ

予防サ

カ
正す にピl を

有 る
規定す主 等~ ス

三十 地指定 第三十 ピ

す
省J可〉守、 前

る
ス も

E主Ep: 四域着密 五
毒事の

高司
号号 と

係 さ

第製サ 第
介護る

れ 十
四 四

指介護た定費

七
条 i条

期年g針働省E 

いを 設織にどに 予防

規定する のス 処定 えきの

司業王 する た 予紡
め

（
生
活
保
護
法
第
五
十
凶
条
の
こ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
の
方
針
高
品
つ
ひ
介
滋
の
報
酬
の

一
部
改
正
）

第
十
条

生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
鴎
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
の
方
針
及
び
介
護
の
報
酬
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
品
φ

幸良

七｜六｜ー

介滋 五

（路 三第条 療医｜涜 ’告

項第 の
人

号
貝

絡設

規定す 及び 改

る

S投備びfl 

金重者lと

運営 iE 

自す 関す

基準る療な

養護 ヰZ 後
の 成

震は! ザ

、厚生

号宮 室署
。令第

五
号

s 薪 1
十i 設 五

13 •a 

改

正

前

，」『

回金曜日

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第

一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
鹿
の
定
め
る
基
畑
中
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

線
立
行
政
法
人
結
社
医
療
機
構
法
施
行
令
第

一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

正

改

後

改

正

前

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
検
構
法
施
行
令
第

一
条
第
一一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
有
料
老
人
ホ
l
ム
（
老
人
穏
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十

三
号
｝
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
l
ム
を
い
う
。
以
下
問
じ
。）
で
あ
る
こ
と
。

イ
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
病
院
、
老
人
福
祉
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法
第

二
十
条
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る
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護
老
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ホ
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ム
、
同
法
第
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特
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老
人
ホ
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ム、

同
法
第
二
十
条
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る
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資
老
人
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、
介
滋
保
険
法
（
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号
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介
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ハ
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）
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1
宣

（

略
）

独
立
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政
法
人
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療
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締
法
施
行
令
第
一
条
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二
号
に
規
定
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る
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す
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。

一
次
に
掲
げ
る
婆
件
の
会
て
に
該
当
す
る
有
料
老
人
ホ
！
ム
（
老
人
福
枇
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十

三
号
）
第
二
十
九
条
第

二
引
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
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い
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。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
、
老
人
間
間
祉
法
第

二
十
条
の
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に
規
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す
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滋
老
人
ホ
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ム
、
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法
第
二
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条
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五
に
規
定
す
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特
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養
護
老
人
ホ
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ム、

同
法
第
二
十
条
の
六
に
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す
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獲
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険
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成
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法
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第
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規
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す
る
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滋
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い
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と
。

平成 30年 3月 30日

ロ・

ハ

（

略
）

一
一1
五

（

略
）

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
婆
す
る
費
用
の
叡
の
算
定
に
闘
す
る
悲
惨
の

一
部
改
正
）

第
十
二
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
婆
す
る
賞
用
の
鎖
の
算
定
に
倒
す
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中
｛
平
成
十
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年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
聞
き

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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~
介
滋
3

側
要

介
護

4

側
要

介
護

5

(2
）

短
期

利
用

認
知

疲
対

応
型

共
同

生
活

介
護

質
問

付
要
介
鑓

1

に
i

重
要
介
護

2

伺
要

介
護
3

（
崎

要
介

護
4

伺
要

介
護

5

注
1
～

3
<•a> 

4
 
ロ

に
つ

い
て

、
医

師
が

、
認

知
疲

（
介

護
保

険
法

（
平

成
9£

手
法
律
第
123

母
）

第
5
条
の

2
第

l

項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う

。
以

下
同
じ

。）
の
行
動

・
心
理
症
状
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
在
宅
で
の

生
活
が
鴎
嫌
で
あ
り

、
緊
急
に
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
穫
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
判
断
し
た
者
に
対
し
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
獲
を
行
っ
た
場
合
は
、
入
居
を
開
始
し
た

日
か
ら
起
i:;i：

し
て

7
日
を
限
度
と
し
て
、

1
日
に
つ
き
200

単
位

を
所

定
単

位
数

に
加

算
す

る
．

（略）

759
単
位

795
単

位

818
単

位

邸
5単

位

852
単

位

747
単

位

782
単

位

806
単

位

822
単

位

田
8
単
位

823
単

位

847
単

位

863
単

位

880
単

位

775
単

位

81 1単
佼

835
単

位

851
単
位

867
単

位

787
単

位

同
主主
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（
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6
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語
~
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ト
記
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ー
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「く
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闘
い
の
滋

EEE8援
を
ま
は
~
1
!
堅
い
Q
補
言
語
e

I
 ~講
話
回
）

ai!(+fl
l延
長
銀
~
｛
；
；
絡
徐
容
恥
－

'.l.J「く
Ll
慢話1"'/Q~

度
G
~
堅
G
滋

-O!il」
窓
い
の
補
給

(1母
怪
十
〈
母
E主
制
釈
さ
毛
利

!II除
法
回

l
1+
.
µ
n
~.，） 

G
 I

 ~議
稔
J手~

G
~
G
-
'
-
6
小

12
話
回
，
，
，
，
~
·

o
↑的

（若返5挙
結
ヰ
ョ
~
話
回
議
会
）

1豆

別
表

465
単
位

577
単

位

465
単

位

577
単

位

437
単

位

543
単

位

437
単

位

543
単

位

543
単

位

660
単

位

543
単

位

660
単

位

512
単

位

636
単

位

512
単

位

636
単

位

凶

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス
介
護
給
付
'J'i
単

位
数

表

］
～

5
 

（賂）

6
 
介

護
予

防
短

期
入

所
さ主

活
介
護
費

(
1
日
に
つ
き
｝

イ
介

獲
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
if{

(1)
 単

独
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費

村
単

独
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費
(I)

a
 
婆

支
緩

l

b
 
婆

支
援

2

同
単

独
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

資
(JI)

a
 
袈

支
援

1

b
 
婆

支
援

2

(2
)

 併
設

型
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費

村
併

殺
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費
(I)

a
 
婆

支
援

1

b
 
要

支
援

2

に
j

併
殺

型
介

鑓
予

｜妨
短
期
入
所
生
活
介
滋
質
問

a
 
婆

支
援

1

b
 
要

支
援

2

ロ
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
鑓

予
防

短
期

入
所

生
活

介
滋

if{

(1
）

単
独
裂
ユ
ニ
ッ

ト
製

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
滋

賀

村
単

独
型

コ
．

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

問
l)

a
 
婆

支
緩

1

b
 
要

支
援

2

同
単
独
型
コ
．
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
但
）

a
 
婆

支
緩

1

b
 
要

支
援

2

(2
)

 併
設

型
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費

（一
）

併
殺

型
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
滋

賀
(I)

a
 
要

支
援

1

b
 
婆

支
援

2

に
j

併
殺

型
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
滋

賀
OJ)

a
 
要

支
援

1

b
 
婆

支
援

2

2主
1
～

7
 

（曲者）

言霊

日
lj表

465
単

位

577
単

位

465
単

位

577
単

位

437
単

位

543
単

位

437
単

位

543
単

位

543
単

位

660
単

位

543
単

位

660
単

位

512
単
位

636
単

位

512
単
位

636
単

位

き込
同

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
~
単
位
数
表

l
～

5
 

（路）

6
 
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費

(
1
自
に
つ
き
）

イ
介

彼
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費

(l)
 単

独
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費

H
単

独
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費
（I)

a
 
袈

支
援

1

b
 
姿

支
援

2

に
j

単
独

型
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費
(Il)

a
 
要

支
援

1

b
 
姿

支
援

2

(2）
併

設
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費

村
併

設
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費
（ I)

a
 
姿

支
援

l

b
 
要

支
援

2

じ
j

併
殺

型
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費

叩

a
 
姿

支
援

l

b
 
要

支
援

2

ロ
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

費

(1
)

 単
独

型
ユ

ニ
ッ

ト
裂

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護
'J'i

H
単

独
型

ユ
ニ

ッ
ト

型
介

護
予

防
短

期
入

所
さ主

活
介
護
劃

I)

a
 
袈

支
援

1

b
 
要

支
援

2

に
j

単
独

型
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所
さ主

活
介
護
費
・(TI)

a
 
袈

支
援

1

b
 
要

支
援

2

(2）
併

設
型

ユ
ニ

ッ
ト

型
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費

村
併

殺
型

ユ
ニ

ッ
ト

型
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
費
(I)

a
 
要

支
援

1

b
 
袈

支
援
2

じ
j

併
殺

型
ユ

ニ
ッ

ト
型

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

貸
出

a
 
要

支
援

1

b
 
袈

支
援
2

注
1
～
7
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8
 
医
師
が
、
認
知
症
（
法
第

5
条
の

2
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
行
動

・
心
理
疲

状
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
在
宅
で
の
生
活
が
困
難
で
あ
り
、
緊
急
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

護
を
利
用
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
を

行
っ
た
場
合
は
、
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

7
日
を
限
度
と
し
て
、

1
日
に
つ
き

200
単
位

を
所
定
単
位
数
に
b
目算

す
る
。

9
～
13 

（略）

ハ
～

ヘ
ゆ告）

7
～

9
 

（略）

8
 
医
師
が
、
認
知
銭
（
法
第

5
条
の
2
~
1
項
に
規
定
す
る
認
知
子
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
行
動

・

心
理
旋
状
が
認
め
ら
れ
る

た
め
、
在
宅
で
の
生
活
が
困
難
で
あ
り
、
緊
急
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、
利
用
を
開
始
し
た
白
か
ら
起
算
し
て

7
日
を
限
度
と
し
て
、

1
日
に
つ
き

200単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
。

9
～
13 

（略）

ハ
～

ヘ
（

陥
）

7
～
9
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十
＜
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先
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1総
S
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部
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主
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（耽Oト抵式市ヰ）
別
表

｝封

指
定
地
減

:a;港
型
介
護
予
防
サ
ー
ピ
ス
介
護
給
付
~
単
位
数
表

1
・
2

（賂）

3
 
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護

イ
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(1
自
に
つ
き
）

(1）
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
貨
（[) 

(2
）

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
貨
佃

ロ
介
護
予
防
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
（

l
自
に
つ
き
）

(1）
介
滋
予
防
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
~

（I)

(2）
介
滋
予
防
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
~
田

注
1
～
3

（略）

4
 
ロ
に
つ
い
て
、
医
師
が
、
認
知
症
（
介
滋
保
険
法
（
平
成

9
年
法
律
第
123

号
）
第

5
粂
の

2
に
規

定
す
る
認
知
疲
を
い
う

。
以
下
向
じ
．
）
の
行
動

・
心
理
症
状
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
在
宅
で
の
生
活
が

困
難
で
あ
り
、
緊
急
に
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
判
断
し
た
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
殺
を
行
っ
た
場
合
は
、
入
居

を
開
始
し
た
白
か
ら
起
算
し
て

7
日
を
限
度
と
し
て
、

I
自
に
つ
き
200

単
位
を
所
定
単
位
数
に
加
算

す
る

。

755単
位

743単
位

783単
位

7
7
1単

位

吉ゴ

別
表

苦込

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
介
日
受
給
付
費
単
位
数
表

1
・
2

（’
II) 

3
 介

護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
在
建

イ
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

(
1
日
に
つ
き
）

(1）
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
(I)

（必
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護
貸
出

ロ
介
護
予
防
短
期
利
用
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
（

l
自
に
つ
き
）

(1）
介
滋
予
防
短
期
利
用
認
知
疲
対
応
型
共
悶
生
活
介
護
貸
付

）

(2
）
介
滋
予
防
短
期
利
用
認
知
疲
対
応
型
共
悶
生
活
介
護
~
（

II)

注
1
～
3

細菌）

4
 
ロ
に
つ
い
て
、
医
師
が
、
認
知
疲
（
介
護
保
険
法
（
平
成

9
年
法
律
第

123
号
）
第
5
~
長
の
2
第

1

1貨
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う

。
以
下
問
じ
。
）
の
行
動

・
心
理
症
状
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
在
宅
で
の

生
活
が
困
難
で
あ
り
、
緊
急
に
指
定
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
判
断
し
た
者
に
対
し
、
指
定
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
行
っ
た
場
合
は
、

入
居
を
開
始
し
た
白
か
ら
起
算
し
て

7
日
を
限
度
と
し
て
、

1
自
に
つ
き

200単
位
を
所
定
単
位
数
に

加
算
す
る
。

5
・
6

<•a) 
（略）

755
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位
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位
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512 （号外第 ア0号）幸良
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回金曜日平成 30年 3月 30日

演習

Uj する 介事サ~ 
の十五

講義ピI 得dし、 条

t：金字
スe報情

字一 干一 史年
番の 五含 の五 ピ五 の

解理 条の ス粂 議義る 第七高宮挫 公表
報情の＝ 

十 十 度制の
関す六 の五十 に百，占＼ 

解聖堂第
規定す 干一ー第

講義る 第一項
廿内,,.,. にー

項 ｜す期 項に る 一
調き IMI 

一 一 一
時 時 日寺

分十
時

R司 R司 問 問

こと T" 十五 介諮保
ピ第

ス ー 第険法の項

と五

に介護る粂
行つ ニの

注

（前町）

右記研修の内容のうち、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス

情報の理解に関する総緩に関しては、次の各号に掲げる介護サービスに係る総義を修了し

たときは、それぞれ当該各号に絡げる他の介護サービスに係る講義そ修了したとみなすこ

とができる。また、第一号、第六号、第八号及び第十一号の各号において、それぞれ当該

各国守内に拘げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、第九号及び

第十号に拘げる介護サービスに係る縫畿を修了したとみなすことができる。

一訪問介護、夜間対応型訪問介纏

一一1五（賂）

六通所介護、地域管着型通所介護、指定地域管着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する義務（平成十八年厚生労働省令第三十四号）第三十八条に規定する指定療援

通所介護、総知症対応型通所介描明、介護予防認知症対応型通所介護

七1十一（略）

十二介護老人保健施設、介護医療鋭、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十

六号。以下「施行規則」とりつ。）第十朗条第一号で定める施設において提供される短期

入所療養介滋、絡行規則第二十二条の十随第一号で定める施設において提供される介護

予防短期入所療養介滋

十三介護療養型医療施設、施行規則第十悶条第一一一号又は第四号で定める施設において提

供される短期入所療養介護、施行規則第二十一一条の十四第三号又は第四号で定める施設

において提供される介護予防短期入所療養介護

番

規介
士定す見介 議義る 規定す 介

す介

総義る まサピ護！ 

制草務る 護検書十法
る 保護険 の五十

幸l喜十
’得L'条法

にの成寧九
ス

関す 三十 e報情

i習の寅 五条の
の五 ど五

る七年法 の
理条

情報ス 粂三の 総義 第一

度語
用車の

現議
関す 十六 の十

員手 ま更
ノ~、．． 

理解 五第 の
第

講義る 第一項 容内

項 関す 項に 調る 主こ主~ IMI 

時 時 時 十 時
r.11 倒 間 分 間

と ビl五第

ス ー

舗弓の項に 手
と五
にる粂

行う 介護 三の

E主

（賂）

右
記
研
修
の
内
容
の
う
ち
、
介
滋
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

情
報
の
理
解
に
関
す
る
講
義
に
関
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
鰻
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
総
議
を
修
了
し

た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
講
義
を
修
了
し
た
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第

一
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
の
各
号
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
内
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
協
議
そ
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
九
円
守
兵
ひ

第
十
号
に
掲
げ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
務
HM
棋
を
修
了
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
訪
問
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

一一
1
五
（
略
）

六
通
所
介
護
、
地
域
密
着
型
遜
所
介
護
、
指
定
地
域
密
着
裂
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
遼

営
に
関
す
る
基
総
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
凶
号
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
療
畿

通
所
介
護
、
認
知
疲
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
通
所
介
護

七
i
十

一

（

略
）

十
二

介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
保
険
法
路
行
規
則
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

一
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
縫
供
さ
れ
る
短
期
入
所
療
益
介
護
、

施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
十
四
第

一
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
挺
供
さ
れ
る
介
波
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護

十
三

介
閣
眠
時
開
後
型
医
療
施
設
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提

供
さ
れ
る
短
期
入
所
療
筏
介
護
、
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
十
凶
第
二
号
文
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設

に
お
い
て
削
提
供
さ
れ
る
介
餓
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

2 

2 

（
指
定
降
客
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
等
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

指
定
締
答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
す
l
ビ
ス
管
制
悼
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
使
が
定
め
る
も
の
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
四
聞き

の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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幸良
，」『

回 ( 1 1分間の9)

改

定

後

一

億
答
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
鯨
筈
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
甘
高
畑
中
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
口
可
。
以
下

「
指
定
隙
窃
福
祉
サ
ー
ビ
ス
滋
畑
中
」
と
り
つ
。
）
第
五
十
条
第

一
項
第
悶
号
に
規
定
す
る
指
定
防
筈
編
祉
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
箆
が
定
め
る
も
の
、
的
措
む
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
壁
一
回
一
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
も
へ
ひ
運

営
に
闘
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
。
以
下

「指
定
隠
答
者
支
援
施
設
廿
結
構
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
悶
に
規
定
す
る
施
設
前
寄
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を

行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
、
締
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
に
基
づ
く
前
密
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
高
吟
ひ
運
滋
に
倒
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
七
十
悶
号
。
以
下
「
初
吉
一
福
祉
サ
ー
ビ
ス
話
機
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る

隙
容
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
附
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
震
が
定
め
る
も
の
又
は
約

答
者
の
日
鍬
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
隙
答
者
支
援
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
。
以
下
「
隊
答
者
支
援
絡
設
法
制
中
」
と

い
う
。
）
第
十

一
条
第

一
項
第
二
号
イ
問
に
規
定
す
る
施
絞
陣
位
一
回
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
縫
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
即
位

を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下

「サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
」
と
総
称
す
る
。
）

イ
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
川
か
ら
同
ま
で
に
絡
げ
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
費
任
者
が
そ
の
提
供
に
係
る
管
理

を
行
う
隊
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
川
か
ら
問
ま
で
に
定
め
る
要
件
を
泌
た
す
者
と
す

る。山
生
活
介
護
又
は
療
援
介
護
料
及
び
伺
に
掬
げ
る
要
件
を
満
た
す
音
で
あ
る
こ
と
。

H

a及
び
b
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
、

cの
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者

並
び
に

aか
ら

cま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
よ
か
っ
d
の
期
間
が
遜
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る

者
（
以
下

「実
務
経
験
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

a
－ー
か
ら
W
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
隙
答
が
あ
る
こ
と
又
は
環
境
上
の

理
自
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
の
日
常
生
活
の
自
立
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

助
言
、
指
導
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
業
務
（
以
下
「
相
談
支
援
の
業
務
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

i
－
H

（略
）

…川

部
害
者
支
援
施
設
、
児
愛
福
祉
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
前
害
児
入
所
施
設
（
以
下

『障

時
一
一
園
児
入
所
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
老
人
橋
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
一一一
号
）
第
五
条
の

三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
老
人
福
祉
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
及
び
精
神
鶴

答
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
朗
号
｝
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
及
び
同
法

第
三
演
に
規
定
す
る
吏
生
施
設
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二

十
八
療
に
規
定
す
る
介
滋
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
滋
老
人
保
健
施
設
｝
と
い
う
。）
及
び
開
条

第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
（
以
下
「
介
護
医
療
院
」
と
い
う
。
）
、
伺
法
第
百
十
五
条

の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
指
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業

者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

－W
1

．W

（略
）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

一
鐙
答
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
憶
筈
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
進
蛍
に
倒
す
る
基
地
中
（
平
成
十
八
年
厚
生
、
労
働
省
令
第
百
七
十

一
号
。
以
下

「
指
定
隣
答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
拙
古

と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
隊
答
一
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
使
が
定
め
る
も
の
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
締
答
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
線
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
。
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
瀞
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第

一
号
イ
悶
に
規
定
す
る
施
設
前
筈
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
迎
を

行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
箆
が
定
め
る
も
の
、
前
古
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
に
基
づ
く
前
筈
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
闘
す
る
基
畑
中
（
平
成
十
八
年
一
厚
生
労
働

省
令
第
百
七
十
凶
号
。
以
下

「院
佐
一
回
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
畑
中
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一

占拠
第
五
号
に
規
定
す
る

陣
容
橘
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
鰐
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
又
は
隣

答
者
の
臼
鎗
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
隙
答
者
支
援
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
七
号
。
以
下
「
陣
容
者
支
援
施
設
甘
器
移
』
と

い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
環
第
二
号
イ
問
に
規
定
す
る
施
設
陣
容
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理

を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
管
理
資
任
者
」
と
総
称
す
る
。）

イ
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
川
か
ら
問
ま
で
に
褐
げ
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
貿
任
者
が
そ
の
提
供
に
係
る
管
理

を
行
う
陣
容
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

ωか
ら
間
ま
で
に
定
め
る
面
白
件
を
満
た
す
者
と
す

る。ω
生
活
介
護
又
は
療
養
介
護
村
及
び
伺
に
掲
げ
る
婆
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

H

a及
び
b
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
省
、

c
の
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者

並
び
に

aか
ら

cま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
d
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る

者
（
以
下

『実
務
経
験
者
」
と
い
う
。
〉
で
あ
る
こ
と
。

a
ー
か
ら
－w
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
身
体
上
若
し
く
は
鱗
紳
上
の
階
筈
が
あ
る
こ
と
又
は
環
境
上
の

理
由
に
よ
り
目
術
生
活
を
蛍
む
の
に
支
隙
が
あ
る
者
の
日
常
生
活
の
自
立
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、

助
言
、
指
導
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
業
務
｛
以
下

「相
絞
支
援
の
業
務
」
と
い
う
。）
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

i
－
H

（略）

…山

防
害
者
支
援
施
設
、
児
窓
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
害
児
入
所
施
設
（
以
下
「
鱗

3
兇
入
所
節
目
設
」
と
い
う
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
五
条
の

三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設

（
以
下

「老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
及
び
精
紳
障

害
者
福
祉
に
制
す
る
法
律
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
終
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
滋
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
朗
号
）
第
三
十
八
条
第
二
演
に
規
定
す
る
救
護
施
設
及
び
向
法

第
三
項
に
規
定
す
る
吏
生
施
設
、
介
慨
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二

十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
同
法
第

百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
嘆
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施

設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
静
ず
る
者

－
W

1

．w
 
略

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



514 

b

ー
か
ら

v
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
関
す
る
誕
際
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業

務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
士
（
国
家

戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

施
区
域
内
に
あ
る
i
、
泌
若
し
く
は
－
w
に
規
定
す
る
施
設
、

uu
に
規
定
す
る
事
業
先
立
行
う
場
所
又
は

V
に
規
定
す
る
機
銅
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
図
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
）
、
児
怠
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
地
中
（
昭
和
ニ
十
三
年
厚
生
省
令
第

六
十
三
号
｝
第
四
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
鰍
害
者
自
立
支
援
法
の

一
部
の

施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
設
備
等
に
倒
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

六
十
九
号
｝
に
よ
る
廃
止
前
の
給
紳
鰍
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
倒
す
る
基
準
（
平

成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

「社
会
福
祉
主
事
任
期
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
身
体
上
又
は
綴
神
上
の
隙
3
が
あ
る
こ
と
に
よ

り
B
常
生
活
を
蛍
む
の
に
支
隙
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、

並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
又
は
8
常
生
活
に
お

け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識
技
能
の
付
与
、
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の

他
の
支
援
（
以
下
「
訓
練
等
」
と
い
う
J
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
訓
練
等
を
行
う
者
に
対
し
て
訓
練

等
に
川
附
す
る
指
導
を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
又
は
臓
業
教
育
に
係
る
業
務
｛
以
下

『直
披
支
援

の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
期
間

i

陣

容
者
支
援
施
設
、
妨
害
児
入
所
施
殺
、
老
人
福
祉
胞
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療

院
、
病
院
叉
は
診
療
所
の
病
箆
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条

第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

－U
1
v

（略）

c
－
d

（略）

M
H

（略）

ωi伺
（
酎
町
）

ロ
；
ト
（
略
）

ニ
・
三
（
前
町
）

（
厚
生
労
働
大
庭
の
定
め
る
社
会
医
療
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
収
益
業
務
の

一
部
改
正
）

第
十
七
条

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
社
会
医
療
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
収
益
業
務
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）

（号外第 ア0号）幸良
，」『

回金曜日平成 30年 3月 30日

正

後

改

（
法
第
四
十
二
条
の
こ
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
収
益
業
務
）

第

一
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
凶
十
二
条
の
こ
第

一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
業
務
は
、
次
条
各
国
守
に
拘
げ
る
収
義
業
務
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
・

一
1
三

（略〉

関
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
社
会
医
療
法
人
の
創
設
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
畷
老
人
保
健
施

設
又
は
介
滋
医
療
院
（
以
下
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
円
荷
な
遂
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

五
（
略
）

（
収
益
業
務
の
種
類
）

第
二
条

収
益
業
務
の
種
類
は
、
日
本
株
単
産
業
分
類
（
平
成
一一
十
五
年
総
務
省
告
示
第
悶
百
五
号
）
に
定
め
る

も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

農
業
、
林
業

こ

漁
業

b

i
か
ら

vま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
関
す
る
器
磁
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
絞
支
援
の
業

務
を
行
う
た
め
に
必
繁
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
士
（
鴎
家

戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

路
区
域
内
に
あ
る
i
、…
ω若
し
く
は
－
w
に
規
定
す
る
絡
設
、
目
u
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
又
は

v
に
規
定
す
る
機
関
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
胞
区
域
に
係
る
関
門
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
）
、
児
窓
福
祉
純
殺
の
設
備
及
び
運
滋
に
関
す
る
器
機
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

六
十
三
号
）
第
闘
十
一一一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
隙
答
者
自
立
支
援
法
の

一
部
の

施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

六
十
九
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
精
神
障
答
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
機
（
平

成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

「
社
会
絡
役
主
事
任
用
資
格
者
崎
町
」
と
い
う
J
が
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
隙
筈
が
あ
る
こ
と
に
よ

り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、

並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
介
滋
者
に
対
し
て
介
慨
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
又
は
日
常
生
活
に
お

け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識
技
能
の
付
与
、
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の

他
の
支
援
（
以
下

「訓
練
等
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
訓
練
等
を
行
う
者
に
対
し
て
訓
練

等
に
闘
す
る
指
導
を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
又
は
職
業
教
育
に
係
る
業
務
（
以
下
「
直
接
支
援

の
業
務
」
と
い
う
。
｝
に
従
事
し
た
期
間

i

前
害
者
支
援
施
設
、
闘
霊
園
児
入
所
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
病
院
又
は

診
療
所
の
病
室
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
療
裳
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

日

u
t
v

｛略
）

c
－
d

（略）

伺

（酎町）

ωt伺
（
略
）

ロ
3
ト
（
酎
町
）

一
一
・
三
（
路
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

（
法
第
悶
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
医
が
定
め
る
収
骨
就
業
務
）

第

一
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
こ
第
一
頃
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
業
務
は
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
収
特
鉱
業
務
で
あ
っ
て
、
次
の
袈
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
1
三
（
略
）

鴎
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
談
役
会
医
療
法
人
の
削
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
鰻
老
人
保
健

施
設
（
以
下
「
病
院
等
｝
と
い
う
。
）
の
業
務
の
円
滑
な
遂
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

五
（
絡
）

（
収
益
栄
務
の
縁
類
）

第
二
条

収
益
業
務
の
種
績
は
、
日
本
標
機
産
業
分
類
〈
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
九
号
）
に
定
め
る

も
の
の
う
ち
、
次
の
各
考
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

農
業

二

林
鈴
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十
一
（
前
町
）

十
二
医
療
、
福
祉
（
病
院
、
診
療
所
、
介
滋
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
鋭
に
係
る
も
の
及
ぴ
医
療
法
第

四
十
二
条
各
号
に
仰
向
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
三

・
十

四

（

略

）

十

二

・

十

三

（
高
齢
者
の
医
療
の
総
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
倒
す
る
省
令
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
原
が
定
め
る
施
設
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

高
働
者
の
医
療
の
雑
用
怖
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
働
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
倒
す
る
省
令
附
剣
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
八

号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
疋
す
る
．

三
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

凶
1
十
（
略
）

十
一
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ

り
笠
録
さ
れ
て
い
る
賃
貸
住
宅

（
経
済
ょ
の
連
携
に
関
す
る
日
本
殴
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
問
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
敏
郎
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の

一
部
改
正
）

第
十
九
条

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
問
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
務
分
野
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
滋
郎
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十

二
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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十｜九｜八｜七｜六｜五｜悶1：：三！

製
造
業

情
報
通
信
業

運
紛
業
、
郵
便
業

卸
売
業
、
小
売
栄

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
（
建
物
売
貸
業
、
土
地
売
mH撲
を
除
く
。
）

学
術
研
究
、
専
門

・
妓
術
サ
ー
ビ
ス
業

・
俗
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
祭

改

定

後

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
倒
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
績
の
算
定
等
に
関
す

る
省
令
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
磁
の
算
定
等
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
鴎
十
号
）
附
則
第
二
十

一
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
、
労
働
大
臣
が
定
め
る

施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

ニ

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
l
ム

（
経
費
老
人
ホ
l
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
倒
す
る
基
務
〈
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
附
則
第

二
条
に
焼
定
す
る
経
費
老
人
ホ
ー
ム
A
型
及
び
経
費
老
人
ホ
l
ム
B
型
を
除
く
。
）

正

改

後

別
表
第
一

一
1
一一一

（略）

問
介
滋
保
倹
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
一二
号
）
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
向
法
に

規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
地
中
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
路
設
入
居
者
生

三

漁
業

凶

製

造

業

五
情
報
通
信
業

六

運

輸

業

七

卸

売

・
小
売
業

八
不
動
産
業
〈
「
悠
物
売
貸
業
、
土
地
官
一
興
業
」
そ
除
く
。
）

九

飲

食

店

・
宿
泊
業

十
医
療
、
福
祉
（
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
及
び
医
療
法
第
四
十
二
条
各
号
に

佃
向
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
一
（
賂
）

（
新
設
）

（略）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
闘
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
相
酬
の
算
定
等
に
倒
す

る
省
令
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
綴
の
算
定
等
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施

設
は
、
次
に
佃
仰
げ
る
施
設
と
す
る
。

（
新
設
）

一

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
戦
費
老
人
ホ
l
ム

（
身
体
の
俄
能
の
低
下
等
に
よ
り
自
立
し
た
日
常
生
活
を
wMむ
こ
と
に
つ
い
て
不
安
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
で
あ
っ
て
、
家
族
に
よ
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
が
入
所
す
る
施
設
と
し
て
厚
生
労
働
大
箆

が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

介
護
保
険
法
〈
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

一二
1
九

（

略
）

（
新
設
｝

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

別
表
第

一

一
1
三
（
略
）

凶
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
相
府
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
街
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に

規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
連
活
に
関
す

る
甘
諮
糊
叩
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
回
守
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
刺
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



516 （号外第 ア0号）幸良
，」『

回金曜日平成 30年 3月 30日

活
介
縫
（
別
表
第
一二
第
四
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
回m型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
遼
蛍
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
巣
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
滋
（
同
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
設
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
り
つ
。
）

を
除
く
。）
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
i
ム
そ
除
く
。）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院

五
（
略
）

別
表
第
一
－
一

一
1
一ニ

（略）

問
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
鏡
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
議
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
路
設
入
居
者
生
活
介
護
そ
除
く
。
）
、
伺
法
に
規
定
す
る
指
定
介
滋
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
滋
予
防
短
期
入
所
生
活
介
滋
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン、

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

介
滋
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
J
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
通
所
介
護
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
基
地
中
該
当
介
護
予
紡
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
介
燈
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
峻
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
拘
法
に
規

定
す
る
地
減
密
精
製
適
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
館
、
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
詰
介
護
若
し
く
は
地

域
管
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
悶
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
悶
生
活

介
護
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第

一
号
適
所
事
業
を
行
う
施
設
（
老
人
徳
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
援
護
老
人
ホ
l
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す

る
介
縫
老
人
保
健
胞
設
、
指
定
介
縫
療
義
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
後
医
療
院

五
・
六
（
陥
）

別
表
第
四

一
1
三

｛略）

問
介
燈
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
穫
医
療
院

五
（
飴
）

活
介
滋
｛
別
表
第
三
第
隠
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
設
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
滋
予
防
す
l
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
wM遊
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
獲
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
法
務
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
一二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
同
号
に
お
い
て
問
中
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
剃
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
｝
と
い
う
。〉

を
除
く
J
そ
行
う
施
設
（
老
人
福
紙
法
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
l
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
獲
絞
縫
製
医
療
施
設

五
｛
略
）

別
表
第
三

一
t
三

（

略
）

凶
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
肉
訟
に
規
定
す
る
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
波
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
批
判
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
J
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
開
法
に
規
定
す
る
介
護
予
紡
短
期
入
所
生
活
介
鎖
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン、

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
｛
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
向
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
通
所
介
護
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
防
法
に
規
定
す
る
基
部
該
当
介
綴
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
介
滋
予
防
短
期
入
所
生
活
介
滋
、
問
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規

定
す
る
地
峻
密
活
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
地

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
管
滋
裂
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第
一
号
適
所
事
業
を
行
う
施
設
（
老
人
橋
被
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
養
護
老
人
ホ
l
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す

る
介
滋
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
疲
後
型
医
療
施
設

五
・
六

（

略
）

別
表
第
四

一
1
三

（

略
）

鴎
介
滋
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

五
（
略
）

（
経
済
上
の
連
機
に
関
す
る
日
本
闘
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
問
と
の
聞
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
飾
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の

一
部
改
正
）

第
二
十
条

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
間
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
殴
と
の
問
の
協
定
に
基
づ
く
看
獲
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
側
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
闘
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
宣
百
九
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

別
表
第
一

一
s一ニ

（略）

凶
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
回
互
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に

規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
地
中
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
路
設
入
居
者
生

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

別
表
第

一

一
i
三
（
路
）

凶
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に

規
定
す
る
批判
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
貝
、
設
備
及
び
遼
常
に
関
す

る甘諮糊
叩
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
回守
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
刺
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
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活
介
燈
（
別
表
第
一一一
第
凶
号
に
お
い
て
単
に

「外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
制
球
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い

う
。）
を
除
く
。）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
餓
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
伺
法
に
規
定
す
る
介
護

予
防
別
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
滋
予
紡
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
速
滋
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
緩
の
方
法
に
関
す
る
基
地
中
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
同
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
製
介
波
予
防
批
判
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う
。）

を
除
く
。）
を
行
う
施
絞
（
老
人
福
祉
他
法
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ

i
ム
を
除
く
。）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
滋
療
養
製
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院

五
（
略
）

別
表
第
三

一
1
一ニ

（略）

鴎
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
伺
法
に
規
定
す
る
泊
所
介
機
、
短
期
入
所
生

活
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
償
問
地
質
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。）
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
筏
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
同
法
に
綱
規
定
す
る
介
護
予
紡
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
鐙
予
防
通
一
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン、

介
護
予
防
短
期
入
所
偶
然
義
介
護
若
し
く
は
介
被
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。）
、
防
法
に
規
定
す
る
基
線
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
通
所
介
滋
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
誕
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
介
燈
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
峻
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
拘
法
に
規

定
す
る
地
域
密
精
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
地

峻
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
燈
、
伺
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
製
介
慾
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
向
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第

一
号
通
所
事
業
を
行
う
施
設
｛
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
養
護
老
人
ホ
i
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す

る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
滋
療
養
裂
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
鋭

五
・
んハ
（
略
）

別
表
第
四

一
5
一ニ

（略）

問
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院

五
（
路
）

活
介
護
（
別
表
第
三
第
四
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い

う
。）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
波
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
伺
法
に
規
定
す
る
介
殺

予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
（
指
定
介
滋
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
進
活
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
泉
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
義
務
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
裂
介
護
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
同
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
り
つ
。）

を
除
く
。｝
を
行
う
施
設
（
老
人
協
祉
法
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
l
ム
を
除
く
。）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
品
質
裂
医
療
施
設

五
（
略
）

別
表
第
三

一
f
三
（
略
）

問
介
滋
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
適
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
護
、
遜
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
J
、
伺
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
紛
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン、

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
鍍
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
｛
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
を
除
く
J
、
伺
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
通
所
介
護
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
基
滋
該
当
介
滋
予
紡
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
介
滋
予
防
短
期
入
所
生
活
介
惜
明
、
問
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規

定
す
る
地
域
密
活
型
通
所
介
護
、
認
知
疲
対
応
製
通
所
介
談
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
穫
若
し
く
は
地

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
活
裂
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
紡
認
知
症
対
応
型
通
所
介
殺
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活

介
護
務
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
後
滋
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。）
又
は
介
滋
保
険
法
に
規
定
す

る
介
滋
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

五
・
六
（
略
）

別
表
第
四

一
i
三
（
路
）

鴎
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

五
（
路
）

（
指
定
隊
答
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の

一
部
改
正
）

第
二
十

一
条

指
定
前
宮
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
疫
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
闘
停
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）

517 

改

正

後

児
童
綴
祉
法
に
誕
づ
く
指
定
隙
筈
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人
口
及
び
運
営
に
関
す
る
器
畑
中
（
平
成
二
十
四
年
厚

生
労
働
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
院
佐
一
回
児
相
談
支
緩
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
国守
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

一

イ
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者
、
口
、
ハ
、
ホ
及
び
へ
の
期
闘
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る

者
、
こ
の
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
ロ
か
ら
へ
ま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
ト

の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
（
以
下

「実
務
経
験
者
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
（
略
）

の

一
拙
酬
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

児
童
橋
祉
法
に
基
づ
く
指
定
際
審
児
相
談
支
怒
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
慾
（
平
成
一一
十
郎
年
厚

生
労
働
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
隊
答
一
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
．
次
の
各
国守
に
均
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

一
イ
の
期
聞
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者
、
口
、
ハ
、
ホ
及
び
へ
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る

者
、
こ
の
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
ロ
か
ら
へ
ま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
ト

の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
（
以
下

「
実
務
経
験
者
｝
と
い
う
。）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
（
絡
）
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口

付
か
ら
同
ま
で
に
絡
げ
る
者
が
、
相
談
支
援
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
、準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

H
・
同

（絡）

国

際
宮
児
入
所
施
設
、
隙
答
者
の
自
給
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条

第
十

一
項
に
規
定
す
る
隙
害
者
支
援
施
設
（
以
下
「
隊
答
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。）
、
老
人
綴
祉
法

（昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
社
施
設
（
以
下
「
老
人
福
祉
施
設
」

と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
及
び
精
神
隙
容
者
福
祉
に
関
す
る
法
徐
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
鱈

祉
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
凶
十
四
号
）
第
一一一
十
八
条
第
二
一
項
に
規
定
す
る

救
護
施
設
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号）

第
八
条
第
二
十
八
宿
引
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
｝
と
い
う
。）
及
び

同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
（
以
下
「
介
護
医
療
銑
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

側
（
隊
）

ハ
H
か
ら
同
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
綴
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
土
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
宜
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
広
域
内
に
あ
る
付
若
し
く
は
同
に

規
定
す
る
施
設
又
は
伺
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
図
家
戦
略
特
別
区
成
限
定
保
育
士
）
、
児
護
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
遼
蛍
に
関
す
る
基
滋
（
昭
和
二
十

三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
悶
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
文
は
隊
答
者
自
立
支
援
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
側
係
省
令
の
整
備
等
に
倒
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
六
十
九
聞き
に
よ
る
廃
止
前
の
精
神
隊
答
者
社
会
復
帰
施
設
の
殺
備
及
び
述
蛍
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
『
社
会
福
祉

主
事
任
用
資
絡
者
等
』
と
い
う
。
）
が
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
織
笠
宮
が
あ
る
ζ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
蛍
む

の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の

介
緩
者
に
対
し
て
介
援
に
闘
す
る
指
導
を
行
う
業
務
（
以
下
「
介
緩
等
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
則

自
り

悶

rHH
隙
3
児
入
所
施
設
、
隙
害
者
支
媛
施
設
、
老
人
結
社
施
設
、
介
護
老
人
保
健
絡
設
、
介
護
医
療
院
、
病

院
文
は
診
療
所
の
病
議
で
あ
っ
て
恋
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
回
立
第
七
条
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
療
養
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

伺
・
伺

（略）

ニ
；
ト

（路）

二

（略）

口

付
か
ら
同
ま
で
に
ぬ
げ
る
者
が
、
相
絞
支
緩
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
都
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

村

・
同

（前町）

国

際
山
軍
国
児
入
所
施
設
、
隊
害
者
の
B
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条

第
十

一
一
岐
に
規
定
す
る
隊
答
者
支
援
施
設
（
以
下
「
隊
富
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。）
、
老
人
福
祉
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
老
人
福
祉
施
設
』

と
い
う
J
、
精
神
保
健
及
び
線
神
隊
答
者
綴
祉
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
械
神
保
健
縞

祉
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
聞き

第

三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

救
護
施
設
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号）

第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
獲
老
人
保
健
施
設
（
以
下

「介
獲
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
J
そ
の

他
こ
れ
ら
に
畑
中
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
滋
ず
る
者

側
（
賂
）

ハ
H
か
ら
同
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第

一
項
各
国苛
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
関
す
る
義
礎
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
級
支
緩
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
士
（
図
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
ハ門
若
し
く
は
何回
に

規
定
す
る
施
設
又
は
同
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
土
又
は
当
該
事
祭
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
路
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
、
児
童
一編
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
、準
（
昭
和
二
十

三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
四
十
三
条
各
国守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
陣
富
者
自
立
支
援
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
叩
附
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
六
十
九
号
｝
に
よ
る
燦
止
前
の
精
神
阪
信
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
遜
営
に
関
す
る
義
務
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
社
会
福
祉

主
事
任
用
資
絡
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
身
体
上
文
は
精
神
上
の
前
答
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
隊
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
滋
を
行
い
、
滋
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の

介
護
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す
る
指
滋
を
行
う
業
務
（
以
下
「
介
護
等
の
業
務
』
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
期

開
n
H
T

自いハ門

際
害
児
入
所
施
設
、
隊
｛
著
者
支
援
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
介
滋
老
人
保
健
施
設
、
病
院
又
は
診
療
所

の
病
室
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
闘
号
に
規
定
す
る
療

幾
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

向

・
伺

（賂）

ニ
1
ト

（略〉

二

（略
）

（
指
定
地
域
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の

一
部
改
正
）

第
二
十
一
一
条

指
定
処
域
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（傍線部分は改正部分）

げ器づ 楽

る の者害障

罪を繍た 抱定地き 及自び の縮自

tll生

する． の 基準る

改

震（平成 喜にを

当た二総合的
る十
者と 聞に

てし富生喜す 正

厚生 労働

｛労大動 省令第 めの法

が底 二十 律に
後

定七基づ
める号）く

も第指

次 ニ
の項
各の

号に規定の

t.FJに事

げ警業
る の容者陣
袈件 き人

満を 指定、 員及び の

た悪理事署2す者 に活

すと 関す及υ 

る。 の 基話るll会社生
改

提供 活

たi当ご （ 成こ平 総合的を

者る十聞に

と年支援す
てし 厚生 正

令第 の

カ定医tニ法律
十に 品開IJ 

め七号基づ

のるも 第三 衡定地〈

は次、 条第三 相喜域談
の項
各号 の

に線定の
拘に事
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一

イ
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者
、
口
、
ハ
、
ホ
及
び
へ
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る

者
、
ニ
の
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
ロ
か
ら
へ
ま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
ト

の
期
間
が
通
鉱
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
（
以
下

「笑
務
経
験
者
」
と
い
う
。）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
（
略
）

口

付
か
ら
岡
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
相
談
支
援
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
限

付
i
同

（略）

国

陣
容
者
支
援
施
設
、
児
童
縞
祉
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
陣
容
児
入
所
施
設
（
以
下

「隊
答
児
入

所
施
設
」
と
い
う
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る

老
人
福
社
施
設
（
以
下
「
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。）
、
精
紳
保
健
及
び
精
神
鰍
答
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
綴
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
問
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
及
び
伺
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
四
三
第
八
条
第
二
十
八
宿
慣
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以

下
「
介
滋
老
人
保
健
施
設
」
と
り
つ
。
）
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
鋭
（
以
下
「
介
護

医
療
院
』
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
潜
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

同

（

略
）

ハ

い門
か
ら
い問
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
削
附
す
る
基
礎
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
土
（
悶
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
付
若
し
く
は
同
に

規
定
す
る
施
設
又
は
伺
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
脊
土
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
一）
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
連
活
に
関
す
る
廿
話
機
（
昭
和
二
十

三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
隠
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
陣
容
一
者
自
立
支
援
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
獲
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
六
十
九
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
wMに
川
附
す
る
基
準
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

「社
会
穏
祉

主
事
任
用
資
格
者
等
｝
と
い
う
。）
が
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
降
客
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
B
常
生
活
を
滋
む

の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の

介
渡
者
に
対
し
て
介
護
に
倒
す
る
指
議
を
行
う
業
務
（
以
下
「
介
滋
等
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
期

m
H
q
 

同
門

HH
隙
3
者
支
援
施
設
、
隙
害
児
入
所
施
設
、
老
人
結
社
施
設
、
介
護
老
人
保
健
絡
設
、
介
護
医
療
院
、
病

続
又
は
診
療
所
の
病
箆
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
療
猿
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

同
・
同

（略）

ニ
；
ト

（路）

二

（路）

幸良
，」『

回金曜日平成 30年 3月 30日519 

一
イ
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者
、

口
、
ハ
、
ホ
及
び
へ
の
期
間
が
通
算
し
て
宜
年
以
上
で
あ
る

者
、
こ
の
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
ロ
か
ら
へ
ま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
ト

の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
（
以
下
「
実
務
経
験
者
」
と
い
う
J
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
（
路
）

口

付
か
ら
同
ま
で
に
絡
げ
る
者
が
、
相
淡
支
畿
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
幣
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

H
1同

（略）

同

陣
答
者
支
援
施
設
、
児
童
綴
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
（
以
下
「
障
害
児
入

所
施
設
」
と
い
う
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る

老
人
福
祉
施
設
（
以
下

「老
人
福
祉
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

徐
第
六
条
第

一
一
岐
に
規
定
す
る
精
神
保
健
綴
紘
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
宜
年
法
律
第
百
四

十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
一一
項
に
規
定
す
る
救
諮
施
設
及
び
伺
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
畷
老
人
保
健
施
設
（
以

下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
滋
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

同
（
略
）

ハ

ハ円
か
ら
伺
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
測
す
る
義
礎
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
土
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
H
若
し
く
は
同
に

規
定
す
る
施
設
又
は
伺
に
規
定
す
る
事
撲
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
土
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
逮
営
に
関
す
る
基
、
準
（
昭
和
二
十

三
年
厚
生
省
令
第
六
十
一二
号
）
第
四
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
際
3
者
自
立
支
援
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
側
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
六
十
九
号
｝
に
よ
る
廃
止
前
の
精
神
狩
市
川
U

者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
義
務
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
社
会
福
祉

主
事
任
期
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
陣
容
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
紛
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の

介
護
者
に
対
し
て
介
滋
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
（
以
下
「
介
畿
等
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
期

間
『

S
一

悶

r
tH

際
害
者
支
緩
施
設
、
陣
容
児
入
所
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
介
滋
老
人
保
健
施
設
、
病
院
又
は
診
療
所

の
病
室
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療

養
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

同

・
同

（略）

ニ
i
ト

（略）

二

（硲）

全日本病院協会　医療行政情報 
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（
指
定
計
磁
相
波
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の

一
部
改
正
〉

第
二
十
三
条

指
定
計
闘
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
箆
が
定
め
る
も
の
（
平
成
こ
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号
｝

（号外第 ア0号）幸良
，」『

回金曜日平成 30年 3月 30日

改

正

後

都
宮
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
器
づ
く
指
定
計
図
相
談
支
援
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
法
態
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
説
踊
相
談
交
緩
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
国
巧
に
拘
げ
る
要
件

を
満
た
す
者
と
す
る
。

一

イ
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者
、
口
、
ハ
、
ホ
及
び
へ
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る

者
、
ニ
の
期
間
が
遜
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者
又
は
ロ
か
ら
へ
ま
で
の
期
間
が
遜
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
卜

の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
（
以
下

「実
務
経
験
者
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
（
略
）

口

村
か
ら
側
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
相
談
支
援
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

同

・
同

（略）

同

部
答
者
支
援
施
設
、
児
護
福
祉
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
隙
窃
児
入
所
施
設
（
以
下

「前
審
児
入

所
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
老
人
偏
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る

老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
為
勺
ひ
精
神
前
答
者
福
祉
に
倒
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
粉
神
保
健
福
被
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
一？
？
五
年
法
徐
第
百
四

十
凶
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
滋
施
設
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
史
生
施
設
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
絡
殺
（
以

下
「
介
滋
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
（
以
下
「
介
獲

医
療
院
｝
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
静
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
、
準
ず
る
者

側
（
前
町
）

ハ

付
か
ら
同
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
従
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
倒
す
る
法
磁
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
有
士
（
悶
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
付
若
し
く
は
同
に

規
定
す
る
施
設
又
は
伺
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
管
士
）
、
児
童
綴
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
山
田
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十

三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
悶
十
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
陣
容
者
自
立
支
援
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
箆
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
六
十
九
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
精
神
障
害
者
社
会
復
mm施
設
の
設
備
及
び
遥
滋
に
倒
す
る
基
準
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
｝
第
十
七
条
第
二
項
各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

「社
会
篠
弘
弘

主
事
任
用
資
格
者
等
｝
と
い
う
。
）
が
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
隙
智
一
回
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
蛍
む

の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
そ
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の

介
護
者
に
対
し
て
介
護
に
闘
す
る
指
導
を
行
う
業
務
（
以
下
「
介
護
等
の
業
務
」
と
り
つ
。
）
に
従
事
し
た
期

司
2

一

同

r
lH

隙
答
者
支
援
施
設
、
隙
筈
児
入
所
施
設
、
老
人
綴
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
病

院
又
は
診
療
所
の
病
室
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号

に
規
定
す
る
療
養
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
静
ず
る
絡
設
の
従
業
者

伺
3
伺

（酎聞）

一一
1
ト
（
略
〉

一一

（路）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

約
古
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
図
相
談
支
援
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
地
中
（
平
成
一一
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
八
回
立
第
三
条
の
規
定
に
滋
づ
き
、

指
定
法
画
相
談
支
緩
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
仰
向
げ
る
要
件

を
満
た
す
者
と
す
る
。

一
イ
の
期
間
が
通
算
し
て
一二
年
以
上
で
あ
る
者
、

口
、
ハ
、
ホ
及
び
へ
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る

者
、
ニ
の
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者
文
は
ロ
か
ら
へ
ま
で
の
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
か
っ
卜

の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者
（
以
下
「
実
務
経
験
者
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
（
略
）

口
付
か
ら
側
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
相
談
支
援
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
機
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

H
・
同

（略）

倒

防
答
者
支
援
施
設
、
児
童
一福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
答
児
入
所
施
設
（
以
下
「
臨
霊
園
児
入

所
施
設
」
と
い
う
。
）
、
老
人
指
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る

老
人
福
祉
施
設
（
以
下

「老
人
福
祉
施
設
』
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
乱
立
つ
ひ
精
神
隠
答
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
環
に
規
定
す
る
精
神
保
健
結
後
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
凶
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
吏
生
施
設
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以

下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
｝
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
総
ず
る
施
設
の
従
業
者
叉
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

側
（
賂
）

ハ

ωけ
か
ら
同
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
法
第
十
九
条
第

一
項
各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
士
（
図
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
H
若
し
く
は
同
に

規
定
す
る
施
設
叉
は
伺
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
遼
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
ト

三
年
厚
生
省
令
第
六
十
一一一
号
）
第
四
十
三
条
各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
前
宮
者
自
立
支
援
法

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
勤
勉
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
六
十
九
号
）
に
よ
る
隣
止
前
の
精
神
防
答
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
畑
中
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項
各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
社
会
福
祉

主
事
任
用
資
絡
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
前
容
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の

介
護
者
に
対
し
て
介
漫
に
関
す
る
指
場
を
行
う
業
務
（
以
下
「
介
護
等
の
業
務
』
と
り
つ
。
）
に
従
事
し
た
期

mmq 

日

μハ門
際
害
者
支
援
施
設
、
隊
舎
児
入
所
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
病
院
又
は
診
療
所

の
病
室
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療

養
病
床
に
係
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
梁
者

伺
i
伺

（路）

ニ
1
ト

（

略
）

一
一
（
路
）
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（
隙
害
児
適
所
支
緩
又
は
附
剛
容
児
入
所
支
媛
の
鎚
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の

一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

隊
答
児
遜
所
支
援
又
は
隙
喧
一
回
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
庭
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
号
）

改

定

後

（号外第 ア0号）

児
蛍
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
畑
中
（
昭
和
二
十
一一一
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
。
以
下
「
設
備
運

営
基
準
」
と
い
う
。
）
策
関
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
隙
山
盟
国
児
適
所
支
援
又
は
降
客
児
入
所
支
援
の
提
供

の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
児
澄
一発
澄
支
援
管
理
貿
任
者
｝
と
い
う
。
）
は

一
及
び
こ
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

一

イ
及
び
ロ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
五
年
以
上
か
つ
当
該
期
間
か
ら
ハ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
を
除
い

た
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
者
、
こ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
闘
が
十
年
以
上
か
っ
当
該
期
間
か
ら
ホ
の
期
間
を

通
算
し
た
期
間
を
除
い
た
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
者
並
び
に
イ
、

ロ
及
び
ニ
の
期
間
を
適
材
対
し
た
期
間
か
ら

ハ
及
び
ホ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
を
除
い
た
期
間
が
三
年
以
上
か
っ
へ
の
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ

る
者
（
以
下
「
実
務
経
験
者
｝
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ
川
か
ら
倒
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
院
中
替
が
あ
る
こ
と
又
は
潔
境
上
の
脱
出
に

よ
り
自
給
生
活
を
営
む
の
に
支
隙
が
あ
る
者
又
は
児
童
偏
祉
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
児
蛍
（
以
下
「児

童
」
と
い
う
。
）
の
日
常
生
活
の
自
立
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
樽
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
業
務
（
以

下
「
相
談
支
援
の
業
務
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
滋
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

ω・
ω
（賂）

ω
妨
害
児
入
所
施
設
、
児
護
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
院
（
以
下
「
乳
児
院
｝
と
い
う
。
）
、

同
法
第
阻
十
一
条
に
規
定
す
る
児
重
養
護
施
設
（
以
下
「
児
童
授
滋
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
同
法
第
悶
十
一一一

条
の
こ
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設
（
以
下
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
と
い
う
。
）
、
伺
法
第
四
十
四

条
に
規
定
す
る
児
霊
自
立
支
援
施
設
（
以
下

「児
霊
自
立
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
、
徳
答
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
資
条
第
十

一
一
岐
に
規
定
す
る
附
答
者
支
援
施
設

（
以
下
「
帥
剛
容
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五

条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
（
以
下

「老
人
福
祉
施
設
』
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
答

者
福
祉
に
関
す
る
法
徐
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
凶
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
（
以
下

｛救
護
施
設
』
と
い

う
。
）
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
更
生
施
設
（
以
下
「
更
生
施
設
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
燈
老
人
保
健
施
設
（
以
下

「介
燈
老
人

保
健
施
設
｝
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
波
医
療
鋭
（
以
下
「
介
護
医
療
院
｝
と
い

う
。
）
、
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
指
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下

「地
域
包
婿

支
緩
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
と
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者

川
畑

i
m刷
（
酎
町
）

白
川
か
ら
mwま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
綴
祉
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
倒
す
る
法
磁
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
修
得
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
土
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る

ω、
間
若
し

く
は
川
刊
に
規
定
す
る
胞
設
、

ωに
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
所
又
は
仰
に
規
定
す
る
機
関
に
あ
っ
て
は
、
保

育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
、
設
備
運
営
基
務
第
四
十
三
条

各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
の

一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省

令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
苔
六
十
九
回
さ
に
よ
る
廃
止
前
の
精
神
鶴
市
山

幸良
，」『

回金曜日平成 30年 3月 30日521 

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

児
隻
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
絡
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
。
以
下

「設
備
運

営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
隙
筈
児
適
所
支
援
又
は
隊
筈
児
入
所
支
援
の
提
供

の
管
獲
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
は

一
及
び
二
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。

一

イ
及
び
ロ
の
期
間
在
通
算
し
た
期
間
が
五
年
以
上
か
っ
当
該
期
間
か
ら
ハ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
を
除
い

た
期
間
が
三
年
以
上
で
あ
る
者
、
こ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
十
年
以
よ
か
っ
当
該
期
間
か
ら
ホ
の
期
間
を

通
算
し
た
期
間
を
除
い
た
期
間
が
一二
年
以
上
で
あ
る
者
並
び
に
イ
、
ロ
及
び
こ
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
か
ら

ハ
及
び
ホ
の
期
間
を
通
釘
し
た
期
倒
を
除
い
た
期
間
が
三
年
以
上
か
っ
へ
の
期
間
が
通
釘
し
て
五
年
以
上
で
あ

る
者
（
以
下

「実
務
経
験
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

ωか
ら
倒
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
、
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
又
は
環
境
上
の
理
由
に

よ
り
日
給
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
又
は
児
童
相
刷
祉
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
章
（
以
下
「
児

童
」
と
い
う
。
）
の
白
常
生
活
の
自
立
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
樽
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
業
務
（
以

下

｛相
談
支
援
の
業
務
｝
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
紗
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間

ω・
悶
（
略
）

防
防
答
児
入
所
施
設
、
児
議
福
祉
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児
院
｛
以
下

「乳
児
院
」
と
い
う
。
｝
、

同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
支
養
護
施
設
（
以
下

「児
積
一義
滋
施
設
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
悶
十
三

条
の
こ
に
規
定
す
る
児
童
心
恕
治
療
施
設
（
以
下
「
児
童
心
恕
治
療
施
設
』
と
い
う
。
）
、
同
法
第
四
十
四

条
に
規
定
す
る
児
産
自
立
支
援
施
設
（
以
下
「
児
産
自
立
支
援
施
設
」
と
い
う
。
｝
、
前
宮
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
前
佐
官
者
支
援
施
設

（
以
下

「陣
容
者
支
援
施
設
｝
と
い
う
。
）
、
老
人
福
校
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
一二
号
）
第
五

条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
、
精
神
保
健
及
ぴ
精
神
都
3

者
福
紘
に
関
す
る
法
体
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
救
護
施
設
（
以
下
「
救
護
施
設
｝
と
い

う
。
）
及
び
向
条
第
三
柄
引
に
規
定
す
る
受
生
施
設
（
以
下

｛更
生
飽
設
」
と
い
う
。
｝
、
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
滋
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
滋
老
人

保
健
施
設
｝
と
い
う
。
｝
、
向
法
第
百
十
五
条
の
悶
十
六
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（以

下
「
地
成
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
者

川開
t
倒
（
略
）

白
川
か
ら
同
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
社
会
鰐
祉
法
第
十
九
条
第

一
項
各
国
守
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
、
相
談
支
援
の
業
務
に
叩
附
す
る
務
礎
的
な
研
修
を
修
了
す
る
等
に
よ
り
相
談
支
援
の
業
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
知
識
其
ひ
技
術
を
修
得
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
保
育
士
（
図
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
相
府
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る

ω、
印
若
し

く
は
川
刊
に
規
定
す
る
施
設
、

ωに
規
定
す
る
事
業
を
行
う
嬰
曲
川
又
は
伺
に
規
定
す
る
機
関
に
あ
っ
て
は
、
保

育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
成
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
、
設
備
運
営
基
裕
第
四
十
三
条

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
隊
窪
田
者
自
立
支
緩
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省

令
の
整
備
等
に
倒
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
）
に
よ
る
燦
止
前
の
精
神
障
窃
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者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
絡
者
障
と

と
い
う
。）
が
、
身
体

上
又
は
綴
神
上
の
降
客
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
B
鍬
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
又
は
児
護
に
つ
き
、
入

浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
滋
を
行
い
、
滋
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
介
護
に
附
す
る

指
市
帽
を
行
う
業
務
文
は
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識
技
能
の
付
与
、
生
活
能
力
の
向

上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
支
援
（
以
下
「
訓
練
等
」
と
り
つ
。）
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
訓
練
等
を

行
う
者
に
対
し
て
訓
練
等
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
又
は
織
淡
教
育
に
係
る
業
務
（
以

下
「
直
接
支
援
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
期
問

ω
綿
密
先
入
所
施
設
、
児
窓
福
祉
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
助
護
施
設
、
乳
児
説
、
同
法
第
三
十
八
条

に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
、
伺
法
第
三
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
悶
法
第
三
十
九
条

の
こ
第

一
一現
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
闘
、
間
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
積
一厚
生
施
設
、

児
鷺
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
鬼
丞
益
護
施
設
、
児
護
心
忠
治
療
施
設
、
児
重
自
立
支
援
施
設
、
障
害
者
支

援
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
介
滋
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
病
院
又
は
診
療
所
の
病
第
で
あ
っ
て

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
徐
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
に
係
る
も

の
（
以
下

「
療
養
病
床
倒
係
病
室
』
と
り
つ
。）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者

間

1m
（賂）

ハ
老
人
福
祉
施
設
、
救
護
施
設
、
受
生
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
が
、
縮
政
支
怒
の
業
務
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
制
及
び
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
説
、
療
養

病
床
関
係
病
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
淡
者
、
老
人
居
宅
介
滋
等
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
事
業
の
従
事
者
又
は
特
例
子
会
社
、
助
成
金
受
給
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
で

あ
っ
て
、
社
会
橘
社
主
事
任
用
資
絡
者
等
で
あ
る
者
が
、
直
接
支
援
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
を
合
算
し
た

期
間

ニ
（
硲
）

ホ
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
療
養
病
床
関
係
病
第
そ
の
他
こ
れ
ら
に
惨
ず
る

純
殺
の
従
業
者
、
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
紗
ず
る
事
業
の
従
事
者
又
は
特
例
子
会
社
、
助

成
金
受
給
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
主
事
任
問
用
資
絡
者
等
で

な
い
者
が
、
直
接
支
援
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間

ヘ
（
略
）

ニ
i
六
（
路
）

者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
巡
営
に
関
す
る
基
地
帯
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）
第
十
七
条
第

二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

「社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格
者
等
｝
と
い
う
。
）
が
、
身
体

上
又
は
綴
神
よ
の
隊
｛盟
国
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
臼
常
生
活
を
滋
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
又
は
児
護
に
つ
き
、
入

浴
、
排
せ
っ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
介
護
に
闘
す
る

指
導
を
行
う
業
務
又
は
日
時
的
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識
技
能
の
付
与
、
生
活
能
力
の
向

上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
支
援
（
以
下

『訓
練
等
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
訓
練
等
を

行
う
者
に
対
し
て
訓
練
等
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
又
は
職
業
教
育
に
係
る
業
務
（
以

下

「直
接
支
援
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
期
間

ω
都
伸
一
一
宿
泊
入
所
施
設
、
児
慈
福
祉
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
同
法
第
三
十
八
条

に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
緩
施
設
、
伺
法
第
三
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
同
法
第
三
十
九
条

の
こ
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
閥
、
同
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童
厚
生
飽
設
、

児
章
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
護
養
護
施
設
、
児
島
県
心
理
治
療
施
設
、
児
護
自
立
支
媛
施
設
、
陣
答
者
支

援
施
設
、
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
病
院
又
は
診
絞
所
の
病
室
で
あ
っ
て
医
療
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
に
係
る
も
の
（
以
下
「
療

養
病
床
関
係
病
窓
』
と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
滋
ず
る
施
設
の
従
業
者

間

tm
（略）

ハ
老
人
福
祉
胞
設
、
救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
地
峻
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
こ

れ
ら
に
務
ず
る
施
設
の
従
業
者
文
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
が
、
相
談
支
緩
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

業
務
に
従
事
し
た
期
倒
乱
且
「
ひ
老
人
福
祉
施
設
、
介
殺
老
人
保
健
施
設
、
療
養
病
床
関
係
病
室
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
、
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
務
ず
る
事
業
の
従
事
者
又
は
特
例
子

会
社
、
助
成
金
受
給
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
秘
主
事
任
用
資

絡
者
等
で
あ
る
者
が
、
直
接
支
援
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
を
合
算
し
た
期
間

ニ
（
略
）

ホ
老
人
綴
祉
施
設
、
介
餓
老
人
保
健
絡
殺
、
療
養
病
床
関
係
病
議
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
、

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
の
従
事
者
又
は
特
例
子
会
社
、
助
成
金
受
給
事
業
所

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
従
業
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
批
主
事
任
問
m資
格
者
等
で
な
い
者
が
、
選
接

支
援
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間

ヘ
（
略
）

一
一i
六
（
賂
）

（
歯
科
口
腔
保
健
の
鍛
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

樹
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
廿
総
本
的
事
項
（
平
成
二
十
凶
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（傍線部分は改正部分）
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酢
助
物
干
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鳩
舟
〉
森
岡
附

（ 

⑤。
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嗣明は
γ副
総
剖
掛
属
都
品
州

（
看
護
師
及
び
介
滋
綴
祉
士
の
入
閣
及
び

一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
日
本
関
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
問
政
府
と
の
問
の
交
換
公
文
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
笑
絡
に
関
す
る
指

針
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

看
護
側
及
び
介
護
福
祉
士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
問
の
交
換
公
文
に
基
づ
く
看
縫
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に

関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
凶
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
毎
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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議
終
Q
V
M
m
滋
〈
糊
烈
疑

・
斗
・銭
前
－y
q
u
ロ国防守・
uw
市町お’

M
m
還
さ
鈴
爵
挙
怒
絞
殺
）

・
綴
は
ザ
鱗
割
以
零
様
〈
冷
淡
品
川
〉
郵
洋
添
刷
用
’
は
ヴ
銭
的
〉
古
郡
議
添
削
神
M
押
円
円
冷
却
桝
問
問
満
期
間
耐
し
戸
辺
誠
・史

学
n
q
時
点
叩
吟
件
旬
。
）

S
爵
挙
ロ
認
申
刑
務
発
諸
行
翠
斗
如
砂
川
m議
活
級
九

Hn晶
、
ご
れ
削
酬
は
f
M
M
H
W『減免
U

M
m
誤

・
占
叩

n
q
s

（暴）

雪
国

幸良

改

正

後

，」『

回

別
表
第
一

一
；
一ニ

（路）

闘
介
護
保
険
法
｛
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
｝
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
向
法
に

規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
法
機
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
（
別
表
第
三
第
四
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
波

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
議
ぴ
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
来
的
な
支
援
の
方
法
に
倒
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
｝
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
向
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
刷
利
用
型
介
滋
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ

l
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
援
裂
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
続

五
（
飴
）

別
表
第
一
－
一

一
；
一ニ

（路）

凶
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
適
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
哨
曜
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
後
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
鍛
（
外

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
同
法
に
抽
規
定
す
る
指
定
介
滋
予
紡
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
滋
予
紡
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

金曜日平成 30年 3月 30日523 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

疋

前

別
表
第

一

一
i
三
（
路
）

凶
介
滋
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
A
Yl

ピ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に

規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
連
活
に
関
す

る
基
州
中
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
日
令
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
（
別
表
第
三
第
四
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
畿
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
滋
予
防
す
l
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
紡
サ
ー
ビ
ス
待
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
滋
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
畑
中
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
滋
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
同
号
に
お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
養
滋
老
人
ホ
l
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
閣
眠
時
開
後
型
医
療
施
設

五
（
略
）

別
表
第
三

一
i
三
（
路
）

凶
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外

務
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
磁
を
除
く
。
）
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
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介
滋
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
介
滋
予
紡
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
向
法
に
規
定
す
る
基
地
中
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
泊
所
介
峰
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
峰
、
同
法
に
規
定
す
る
基
慾
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
悶
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
伺
法
に
規

定
す
る
地
域
密
活
型
通
所
介
滋
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
穫
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
地

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
製
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
向
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
介
滋
予
防
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活

介
護
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第

一
号
通
所
事
業
を
行
う
施
設
｛
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
議
磁
老
人
中
小
1
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す

る
介
護
老
人
保
健
絡
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院

五
・
占ハ
（
略
）

別
表
第
四

一
；
一日一

（略）

問
介
滋
保
倹
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
続

五
（
略
）

介
護
予
紡
短
期
入
所
曲
以
後
介
護
若
し
く
は
介
滋
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

介
畿
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
設
を
除
く
。
）
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
泊
所
介
護
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す

る
介
獲
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
伺
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
伺
法
に
規

定
す
る
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
疲
対
応
型
通
所
介
護
、
認
知
疲
対
応
型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
地

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
滋
、
同
法
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
精
製
介
護
予
紡
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
同
訟
に
規
定
す
る
介
畿
予
防
認
知
疲
対
応
製
通
所
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
裂
共
同
生
活

介
護
務
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
養
滋
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す

る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

五
・
六
（
略
）

別
表
第
四

一
3
三
（
路
）

凶
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
鐙
老
人
保
健
施
設

五
（
略
）

（号外第 ア0号）

（
介
護
保
険
法
施
行
令
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
疲
で
あ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
支
援
又
は
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
に
係
る
体
制
の
整
備
の
促
進
を
行
う
事
業
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

介
餓
保
険
法
施
行
令
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
支
援
又
は
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
に
係
る
体
制
の
整
備
の
促
進
を
行
う
事
業
（
平
成
二
十
六
年
俸

生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

幸良

改

正

後

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

，」『

回

介
護
保
険
法
施
行
令
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
誕
づ
き
認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
支
緩
又
は
被
保
険

者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
緩
に
係
る
体
制
の
獲
備
の
促
進
を
行
う
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
事
業
は
、
次
に
褐
げ
る
事
業
と
す
る
・

一

認
知
疲
（
介
滋
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
一一一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
第

一
項
に

規
定
す
る
認
知
疲
を
い
う
。
以
下
向
じ
。
）
で
あ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
事
業
で
、
次
の
川
か
ら
閉

ま
で
に
定
め
る
も
の

ω1ω
（陥）

ニ

（略）

介
護
保
険
法
施
行
令
附
剣
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
認
知
症
で
あ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
支
援
又
は
被
保
険

者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
白
常
生
活
の
支
援
に
係
る
体
制
の
獲
備
の
促
進
を
行
う
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
・

一
認
知
疲
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「法
」
と
り
つ
。
）
第
五
条
の
ニ
に
規
定
す

る
認
知
疲
を
い
う
。
以
下
向
じ
。
）
で
あ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
事
業
で
、
次
の
削
か
ら

ωま
で
に

定
め
る
も
の

川
1
印
（
略
）

二

（

略
）

金曜日平成 30年 3月 30日

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
畑
中
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
汁
総
務
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
、
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

改

正

後

一
－
一
一
（
略
〉

三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準

イ
批
判
定
事
業
所
加
鉱
山
次
に
佃
仰
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

山
i
似
（
路
）

間
前
年
度
又
は
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
一－一
月
間
に
お
け
る
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
婆
介
護
状
態
区
分

が
要
介
護
問
丸
山
・
ひ
商
店
介
滋
五
で
あ
る
者
、
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
し
く
は
行
動

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
疲
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号。

以
下

「法
｝
と
い
う
。
）
第
五
条
の
こ
第

一
項
に
規
定
す
る
認
知
疲
を
い
う
。
）
で
あ
る
者
並
び
に
社
会
福
枇

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

前

一
・
二
（
略
）

三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
加
算
の
法
務

イ
特
定
事
業
所
加
算
川
次
に
潟
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

ω1倒
（
賂
）

例
前
年
度
又
は
算
定
日
が
印
刷
す
る
月
の
前
三
月
聞
に
お
け
る
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
要
介
護
状
態
区
分

が
要
介
護
凶
及
び
商
店
介
護
五
で
あ
る
者
、
日
常
生
活
に
支
紡
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
し
く
は
行
動

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
｛
介
護
保
倹
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。

以
下

「法
』
と
い
う
。
）
第
五
条
の
こ
に
規
定
す
る
認
知
疲
を
い
う
。
）
で
あ
る
者
滋
ぴ
に
社
会
福
祉
士
及
び
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土
民
ひ
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
凶
十
九
号
）
第

一
条
各
号
に
掲
げ
る
行

為
を
必
要
と
す
る
者
（
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
が
社
会
傷
祉
士
及
び
介
設
福
紘
士
法
附
則
第
二
十
条

第

一
墳
の
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
J
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
こ
十
以
上
で
あ
る
こ
と
・

ロ
ー

ニ

（

略
〉

四
i
百
二
十
九
（
路
）

（号外第 ア0号）

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
の

一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
幣
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
六
日
可
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

定

後

介
竣
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
閲
十
九
号
）
第

一
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
必

要
と
す
る
者
（
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
が
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
鮒
則
第
二
十
条
第

一
項

の
鐙
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
J
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
こ
十以’
K
で
あ
る
こ
と
。

ロ
ー
ニ
（
略
）

四
3
百
二
十
九
（
路
）

幸良

一
1
十
一一一

（略）

十
鴎
指
定
短
期
入
所
療
義
介
餓
の
施
設
基
地
中

イ

介

護

老
人
保
健
絡
設
短
期
入
所
療
養
介
緩
貨
を
鉱
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
慾

ω・
ω
（略）

問
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
佃
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
援
介
護
費

ω又
は

凶
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
幣

H

（略）

か
〈
え
ん

同

算
定
日
が
印
刷
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
錦
の
う
ち
、
幣
疾
吸
引
若
し
く
は
緩
管
栄
養
が

実
施
さ
れ
た
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
以
上
又
は
箸
し
い
精
神
症
状
、
周
辺
疲
状
若
し
く
は
髭

篤
な
身
体
疾
患
が
見
ら
れ
専
門
医
療
を
必
要
と
す
る
認
知
症
（
法
第
五
条
の
こ
第
一
項
に
規
定
す
る
認

知
症
を
り
つ
。
以
下
問
じ
。
〉
の
高
齢
者
（
以
下
「
認
知
症
高
齢
者
」
と
い
う
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分

の
二
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

伺
（
酎
町
）

凶
i
m削
（
酎
町
）

ロ
；
ナ
（
路
）

十
五
i
八

十

六

（
略
）

改

正

前

，」『

回金曜日

一
1
十

三

（

略
）

十
鴎
指
定
短
期
入
所
療
獲
介
護
の
施
設
悲
惨

イ
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
益
介
護
貨
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
線

ω・
ω
｛路）

問
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
幾
介
護
費
削
の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
援
介
緩
費
川
又
は

ωを
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

ハ門

（

略
）

か
〈
た
ん

M
H

算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
闘
に
お
け
る
利
用
者
等
の
う
ち
、
昭
淡
吸
引
若
し
く
は
経
管
栄
養
が

実
施
さ
れ
た
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
以
上
又
は
著
し
い
精
神
症
状
、
周
辺
症
状
若
し
く
は
懇

篤
な
身
体
疾
患
が
見
ら
れ
専
門
医
療
を
必
要
と
す
る
認
知
症
（
法
第
五
条
の
こ
に
規
定
す
る
認
知
疲
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
高
齢
者
（
以
下
「
認
知
症
高
齢
者
」
と
い
う
。
〉
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十

以
上
で
あ
る
こ
と
。

出

（酎町）

凶
1
附
｛
賂
）

ロ
；
ナ
（
路
）

十
五
1
八

十

六

（
略
）

（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
の
一
部
改
正
）

第
一
－
一
十
条

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
苔
九
十
六
号
）

平成 30年 3月 30日

改

正

後

滋
N

－q
l

代
U
F
M
前
総

】

t
m

（車問）

白
継
由
田

中
l
代
－M
根
川
椋
n
σ
ψ

計
一
由
民
ヴ
様
ポ
事
砕
亙
冷
却
隣
府
咽
汽
議
w
出品「山
V
J『

l
代
－M
汽
合
割
以
滋
H

h

州
側
総
同
診
滞
q
u
掛踊

（中
i
代
U
戸
阿
世
怠
）
ヤ
舛
J

弓
尽
き
明
日
放
f
u
ペ
’
思
可
申
時
同
問
骨
ひ
邸
時
間
（
一
白
山
ヴ
議
ポ
一

3
g亙
冷
総
知

q一回はイ議
4
g協

同司斗
・
犠
打
索
。
慢
出
嵐
山
叩
謬
州
沖
庁
捜
蛮
（
史

tZ
冷
機
A

甲
台
湾
感
亙
今
醐
鳩
山
特
P
S探
由
民
札
叩
開
眼
肌
開
討
汁
按
言
』
～H
f
H
ψ

。））

品叩」い一輝九
H

ヤ
ペ
’
中
ー
代
U
戸
側
線
店
U
W
柑適色〉掛掴札叩刊阿世
v
o
n－
什
作
ヤ
ベ
品
ω
？
弓
弓
主
立
’
－
q
i

代
U
F
篠
宮
命

刷用
M
m
4
8
か
れ
出
h
H
U
ベ
’
山
桂
『
時
昌司ザ繊同
山
崎
明
行
白
汁山
V
酬明

3
3・q
｜
代
U
F
e
q
恥V
O

れ
作
崎
明
品
叩
閉
税
制
問
h
p
’
信
銀
q
u
総
務

パ
切
戸
い
’
ふ
ノ
併
な
戸
＼

τ徳
重
点
叩
州
問
E
U
創
刊
い
什
MU
凶作欧嗣刷
J
q
恥伊山伊。

525 

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

a 

正

前

滋
N

A

時
｜
代
U
F
M
明幽
m

H
l
m

（胃酌）

。

接

言
法・
l
代
以
剣
山
椋
Sψ
計
一
白
山
ヴ
議
ポ
一
課
訓
話
翠
冷
議
機
汽
誌
は
勘
斗
制
法
・
l
代
洲
市
内
情
閉
山
V

滋
「
凋
・
斜
線
M

州
議
嶋
崎
見
U

掛田

（法・
l
代
以
搭
奇
問
）
符
’
吋
苛

ta念品川抽出
τペ
’
函
M
Q

内同阿曽
0
0愈
（
一
回
同
ヴ
副
総
4
3同
社
率
冷
刷
機
対
円
hzω
珍
談
山
市
一
混
同
国

国
司
浄
機
打
索
。
接
言
〈
史
寸

「斗
・
銭
ポ
－
混
同
母
『
越
は
ヴ
怨
品
物
n
q
E再
霞
」
作

τ小山
。））品叩
」い一
輝
什
戸
、
ぺ
’
－
W
l
代
UN
M
明

減
免
U
W
時
速
見
U
掛潤胤叩
M
m
－。。“い九円九
H

戸
、
ペ
針
。
，
吋
苛
由
2
4
F
H
d

中
ー
代
U
記
事
言
品
印
刷
神
M
m
．
叫
．
似
訂
以
内
リ
ベ
’
同
廿
豆

浄
剤
隣
同
州
犠
打
白
片
山
克
明
3
さ・宙
e

｜
代
N
，d
H
U
O
μ

什
殺
山
町
寂
M
問h
グ
長
銀
色
。
浦
義
行
玖
C
’－
T
併
合
戸
、
f
u
探
富
山
町

M
m
E
V
O
れ
作
浅
決
’
綴
．
d

品W
0
・
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ま
た

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
A
や

適
所

型
サ

ー
ビ

ス
A
の

う
ち

指
定

事
業

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
第

1
号
事

業
支
給
資
の
綴
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
、
介
護
予
防
訪

問
介

護
等

の
単

舗
を

下
回

る
額

を
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス
A

及
び

適
所

型
サ

ー
ビ
ス
A

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

ふ
さ

わ
し

い
単

価
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
市

町

村
は

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
や

時
間

、
必

都
等

を
踏

ま
え

定
め

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
．

7
～

9
 

（略）

ま
た

訪
問

型
サ

ー
ビ
ス
A

や
適

所
型

サ
ー

ビ
ス
A

の
う

ち
指

定
事

業
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

第
1
号

事

業
支

給
貨

の
額

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
に

お
い

て
、

介
護

予
防

訪
問

介
護

等
の

単
価

を
踏

ま
え

た
単

価
を

下
回

る
額

を
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

A
及

ぴ
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

A
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
ふ

さ
わ

し
い

単
価

を
定

め
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

市
町

村
は

、
サ

ー
ビ
ス
内
容
や
時
｜
問
、
法
務
毒
事
を
踏
ま
え
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

．

7
～

9
 

(lg) 

ωN的
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